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日本スポーツ協会（JSPO）公式SNSを通じて最新情報をご案内しています。
スポーツ少年団に関する情報発信もしていますので、ぜひご覧ください。

●一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
●スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
●スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する　

スポーツ少年団の理念

日本スポーツ少年団団員綱領

日本スポーツ少年団指導者綱領

1. わたくしたちは、スポーツをとおして健康なからだと心を養います。

1. わたくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑をかけない、りっぱな人間になります。

1. わたくしたちは、スポーツによって、自分の力を伸ばす努力をします。

1. わたくしたちは、スポーツのよろこびを学び、友情と協力を大切にします。

1. わたくしたちは、スポーツをとおして世界中の友だちと力をあわせ、平和な世界をつくります。

1. わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの健全育成のために努力します。

1. わたくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を果たすために努力します。

1. わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能性を開発するために努力します。

1. わたくしたちは、つねに愛情と英知をもって子どもたちと行動するよう努力します。

1. わたくしたちは、スポーツを愛する仲間とともに世界の平和を築くために努力します。

A4ad_4c

スポーツ安全保険Ⓡ

文化活動やボランティア活動等もご加入できます

小さな掛金、大きな補償

［引受幹事保険会社］ 
東京海上日動火災保険株式会社

［共同引受保険会社（2023年4月予定）］ 
あいおいニッセイ同和／共栄火災／損保ジャパン／大同火災／
東京海上日動／日新火災／三井住友海上／AIG損保

保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。 
https://www.sportsanzen.org

インターネットで
簡単お手続き!

公式 SNSアカウント

スポーツ安全保険 検 索
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　日本スポーツ少年団は、昭和 39（1964）年の東京オリンピッ
ク競技大会の開催決定をきっかけに起こった、「オリンピック
青少年運動」の一環として、同大会に先立ち昭和 37（1962）年
に「スポーツによる青少年の健全育成」を目的に創設されまし
た。令和 4（2022）年には、創設 60 周年を迎え、現在、団数約
2万 8 千団、団員数約 55 万人を擁する日本で最大の青少年ス
ポーツ団体です。
　このことは、ひとえに組織の整備、単位スポーツ少年団結
成の促進、活動の充実など、指導者、役員・スタッフを中心
とした多くの関係者のたゆまぬご尽力の成果であります。
　本書は、スポーツ少年団創設時にスポーツ少年団結成の手
引きとして作成して以来改訂を重ね、平成 12（2000）年にはそ
れまで別途作成していた育成母集団研修用テキストと合本し
た形態で発行し、各種研修会の教材としても利用されてまい
りました。
　また本書は、平成 18（2006）年に、これからスポーツ少年団
にかかわる方が理解し易い内容とすることを重視し、大幅に
改訂しました。
　地域とスポーツ少年団の関係や総合型地域スポーツクラブ
に関する章も掲載しておりますので、今後のスポーツ少年団
の発展のために、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
　なお、本書を指導者研修や育成母集団研修などにおけるテ
キストとしての活用に留まらず、地域の方々にスポーツ少年
団を PRする機会にもご利用いただき、スポーツ少年団が多
くの方々に、より一層理解されることを願っております。

はじめに
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１．スポーツ少年団の創設とその意義
　昭和 37（1962）年 6月 23 日、日本スポーツ少年団は、日本体育協会
（当時）創立 50 周年の記念事業として創設されました。
　その願いは「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを！」「スポーツ
を通して青少年のこころとからだを育てる組織を地域社会の中に！」と
いうものでした。
　当時は産業の機械化・近代化が急激に進み、これに伴う消費社会で
は、物質的には豊かな生活が送れるようになった反面、人々のこころや
からだに大きな問題が起きてきました。
　とりわけ子どもたちへの影響は大きく、からだを動かすことが少なく
なったことによる体力の低下や、地域社会の崩壊による子ども集団の消
失が進むとともに、少年犯罪の増加・低年齢化といった問題も顕著にな
り始めていました。
　こうしたなか、子どもたちに地域を基盤としたスポーツの場を提供す
ることにより、スポーツを計画的、継続的に実践し、それによって子ど
もたちを健全に育成しようと、スポーツ少年団の結成が全国に呼びかけ
られました。

　創設当時の団数は 22 団、団員数は 753 人という小さな団体でしたが、
スポーツ少年団が掲げた「スポーツによる青少年の健全育成」という目
的の実現へ向けた動きと、東京オリンピック競技大会（1964 年 10 月）を
2年後に控え、国民各層のスポーツへの関心の高まりとが相まって、単
位スポーツ少年団（以下、「単位団」という。）、団員、指導者がその後急
激に増加していきました。

　本来、発育発達期にある子どもたちにとって、スポーツを継続的に行
うことは精神的にも身体的にも望ましい効果が期待できるため非常に大
切なことです。
　また、将来に向かって伸びていこうとする子どもたちは、どんな環境
にあっても自分を見失わず、力強く生きぬく力を持つことが必要です。

スポーツ少年団の活動Ⅰ
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Ⅰ

その力を養う機会、つまり子どもたちが自らの力を育てるための場は、
生活と結びついた地域社会の中で、子どもたちの集団による社会活動の
場以外にありません。
　そして、スポーツこそ、その原動力となるのです。ここに、スポーツ
少年団の存在意義があります。

２．スポーツ少年団の特色
　地域における子どもたちの活動には、さまざまな団体が「青少年の健
全育成」という同じ目的をもって活動しています。そうした中にあって、
スポーツ少年団は、子どもが中心となったスポーツを通した活動が主体
となっている点に、その特色があります。
　スポーツ少年団とはどんな団体なのかを整理してみると、次の 5�つ
の要素があります。
①だれが＝子どもから大人まで
②いつ＝自由時間に
③どこで＝地域社会で
④なにを＝幅広いスポーツ活動を
⑤どのようにして＝グループ活動で行っている集団です。
　スポーツ少年団の活動は、学校時間や家庭時間を除く自由時間に行
い、活動拠点は学校内ではなく、地域社会の中にあります。また、スポ
ーツ活動ばかりではなく、野外活動、レクリエーション活動、社会活
動、文化・学習活動など幅広く捉えています（→ P.16）。こころもから
だも大きな成長変化を遂げる時期には、このような多様なプログラムが
必要です。そして、このような活動は、異年齢集団の特長を生かしなが
ら、みんなで役割を分担し合い、自主・自立的に行うことが重要です。

３．スポーツ少年団の歩みとこれから
　令和 4（2022）年 6�月 23�日にスポーツ少年団は創設 60�周年を迎えまし
たが、これまでの道のりが決して平坦だったわけではありません。
　結成初期にあたる昭和 37（1962）年の創設から昭和 47（1972）年までの
4
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スポーツ少年団の活動

11�年間は、単位団の結成や団員の加入促進など、スポーツ少年団を内
外に知らしめる啓発の期間でもありました。
　基礎建設期の昭和 48（1973）年から昭和 57（1982）年までの 10�年間は
活動の活発化のため、日独スポーツ少年団同時交流を昭和 49（1974）年
に開始しました。さらに名実ともに自立した組織を確立するため、昭
和 51（1976）年に有料登録制を導入し、昭和 52（1977）年には初めて、単
位団の支援組織として育成母集団（→�P.26）の結成が打ち出されました。
また、平成 7（1995）年の登録料改定を機に更なる組織の充実と発展を目
指し、現在のスポーツ少年団組織の基盤が確立されてきました。
　しかしながら、社会情勢の大きな変化の中、青少年を取り巻くスポー
ツや遊びの環境も大きく変化し、スポーツ少年団の活動にも様々な問題
や課題が生じてきました。これを受け、日本スポーツ少年団では、これ
からのスポーツ少年団のあり方について検討を重ね、また、各関係機
関からの意見も踏まえ、平成 21（2009）年 6月に「スポーツ少年団の将来
像」を策定しました。日本の青少年スポーツ事情を踏まえた上で、近未
来ではなくその先を見据え、また、理念の新たな視点として「スポーツ
で人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」を加えるなど（→�P.30）、スポ
ーツ少年団が進むべき方向性について示しています（次ページ抜粋掲
載）。
　さらに、日本スポーツ少年団は、令和 4（2022）年 2月に、スポーツ少
年団が「日本のジュニア・ユース世代のスポーツを担う組織」として進
むべき方向性をまとめた「スポーツ少年団改革プラン 2022」（→�P.9）を
策定し、現在は各スポーツ少年団との連携を一層緊密に図りつつ、様々
な課題の対応に取組んでいます。

（スポーツ少年団の理念）
・一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
・スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
・スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する
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Ⅰ

■スポーツ少年団の将来像―抜粋―
今後の取り組みの方向性と活動目標

（1）子どもたちのからだとこころを育てる

（2）子どもたちや地域社会のニーズに応える組織の構築

①子どもたちのニーズに応える組織
　・�子どもたちの年齢や能力を考慮した様々なスポーツニーズに応えられる組織として再構築

②地域社会から期待され青少年の健全育成に貢献する組織の確立
　・�地域の子どもや保護者にとって、気楽に参加できる環境や活動内容が整備された団体としての構築

a．幼児期から青少年期までのスポーツを担う団体
　・�幼児期の子どもたちに運動することの楽しさ、喜びを伝え、小学生の時にストレスなくスポー

ツ活動に取り組んでいける環境づくり
　・�中高校生になってもスポーツ活動を継続できる環境づくり

b．地域社会からの認知度の向上
　・�子どもからお年寄りまで地域住民と一体となった内容を展開することで地域との良好な関係の

構築
c．地域における育成母集団の役割の拡大
　・�スポーツ少年団と地域を結ぶパイプ役としての役割
　・�指導者と連携した団運営

③地域スポーツクラブとしての発展
　・�幼児から高校生まで、そしてその保護者までも対象として加え、動きづくりや楽しむスポーツか

ら競技スポーツまでといった、幅広い活動の受皿となるスポーツ少年団の再構築
　・総合型地域スポーツクラブとの連携・協力

（3）活動の更なる充実に向けて

①多彩な運動プログラムの提供と運動適性テストの活用
　・�主となるスポーツ活動だけではなく、移動系・操作系・平衡系の動作など様々な動きを含む多彩

な運動プログラムの実施や様々なスポーツの経験の促進
　・運動適性テスト実施の向上及び結果に対する評価・活用の充実

②勝利至上主義偏重からの脱却
　・スポーツの楽しさ、素晴らしさを追求することの再確認

③団員の加入率アップと中高校生のスポーツ活動の促進
　・�未加入の子どもたちが加入したくなる種目を取り入れることや志向あるいは活動の仕方が違う部

門を設けるといった工夫をして、地域に向けての窓口や受け皿の拡大
　・�スポーツ活動ができなくなった中高校生や地域の中で継続的にスポーツ活動を行いたいと願う子
どもの期待に応えるとともに、積極的に加入を呼びかけるなど、地域スポーツクラブとしての発展

（4）各種事業の展開

①指導者・リーダーの資質向上事業の充実
　・��スポーツの楽しさ、素晴らしさを多くの子どもたちに伝えるために、全ての指導者が資格を有す

ることを目指す
　・�中高校生の活動の中でリーダーとして活躍できる人材育成の更なる推進

②国内・国際交流活動を通した国際人の育成事業の推進

a．国内交流活動の一層の促進
　・�各級スポーツ少年団レベルでの交流活動を一層促進

b．日独交流の更なる発展
　・�継続発展させるための方策を検討し、事業の更なる発展を図る

c．アジア諸国との交流促進
　・�アジア諸国とも交流の機会を増やす方策の継続検討

d．全国各地の国際交流を支援
　・�全国各地で国際交流の芽を育てているスポーツ少年団やこれから新たに国際交流を開始しよう

とするスポーツ少年団に対する支援案を検討

「スポーツ少年団の将来像」全文については、日本スポーツ協会のホームページにてご覧いただけます（→P.54）。
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スポーツ少年団の活動

【参考資料　�「スポーツ少年団とは !!（1962 年）」初期資料復刻（抜粋・一部改編）】
スポーツ少年団の創設時を振り返る

●なぜスポーツ少年団をつくる必要があるのか
　人間の知識は限りなく発達してゆきますが、近年の科学の進歩はめざまし
いものがあります。
　このような科学の進歩は、私たちの生活に大きな変化をもたらし、仕事の
上でも日常生活の上でも非常に多くの利益を与えてくれました。
　しかしその反面に、あまりにも早い物質文明の発達に人間の生活がついて
ゆけず、大事なことが忘れられてゆく心配があります。
　科学が進歩することは大変立派なことであり、ありがたいことであります
が、その代りに私たちの生活の仕方を物質文明の発達と併行して、あるいは
それより前に考えなおし、つくりかえておかないと、せっかくの文明も逆に
人間の生活に不幸をもたらすことになりかねません。人間の幸福というもの
は、心も身体も健康で、人と人が互いに信頼し合い協力し合って、希望に満
ちて仕事をしたり、勉強したりするところにありますが、あまりにも急速に
物質文明が発達すると、人間は機械に使われ、機械に引き廻されて人間の本
性を見失い、健康を損なって知らず知らずの間に不幸に陥ってしまいます。
　今後も科学はどんどん進歩するでしょうし、それは喜ばしいことに違いあ
りません。しかしそれに負けないだけの人間の精神生活、道徳生活、健康生
活を打ち立て、機械の使用人ではなく機械の主人公としての新しい立場を確
立する必要に迫られています。
　そして、そのことが一番大切なのは若い人たちです。これから伸びてゆこ
うとする少年たちは、どんな環境にあっても自分を見失なうことなく、力強
く豊かに生きてゆく力を持つことが必要でありその力を養う機会が与えられ
なければなりません。この要求に応じて、少年たち自らその力を養う新しい
場を持つこと、これがスポーツ少年団をつくり育てる必要の根本であり、全
部であります。

●スポーツ少年団とはどんなものか
　毎日至る所でキャッチボールをしたり、泳いだり、キャンプに行ったりす
る少年たちを見かけるでしょう。それらを、もうすこし組織的に、もう少し
計画的に、もう少し目的々にしたものをスポーツ少年団と呼びます。すなわち、
都道府県や市区町村で同じようなスポーツをする目的をもった少年達でクラ
ブ（団）をつくり、それを登録したものをスポーツ少年団というのです。
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Ⅰ

●少年であれば誰でもよいか
　本来は誰でもよいわけですが、ここでいうスポーツ少年団に当たる年齢は、
大体 12 才から 15 才までの男女中学生を主な対象に考えています。そしてこ
れらの少年と一緒に活動できる少年なら、10 才、11 才の小学生 5、6年生や、
16 才から 18 才の高等学校生徒等を加えてもかまいません。

●なぜ中学生を主な対象にしたか
　12 才から 15 才ぐらいまでの少年は、心身の発達がもっとも旺盛な時期で
あるため、十分に心身を鍛えておく必要があります。
　また、この年代は陶冶性も高く感受性の非常に強い年頃ですから、つとめ
て社会からの影響を考慮し、人生に希望と理想をもった、積極的な社会の建
設者に育てることも大切です。
　次に大切なことは、12 才以上の年齢になりますと、小さい子どもと同じ活
動ではあきたらなくなってしまいます。もう少し組織的なスポーツを中心に
した活動とそれを行う組織および良い指導者のお世話になる必要があります。
このような理由があるのに、現在わが国にはこの年齢層を中心にした社会的
な組織活動が行われておりません。そこで中学生を中心にしたスポーツ少年
団が考えられたわけです。

●スポーツはどのくらいやるのが適当か
　スポーツは、やり方さえ適当なら、やればやるほど効果が多いもので、い
い加減にやったのでは大した効果は期待できません。しかし時間ばかり長く
かけても、大して意味はありません。それからスポーツ少年団は、身体の強
い人も弱い人も加わっているでしょうし、選手の育成が目的でもありません。
そこでこれらのことを合わせ考えて、練習の日数や時間を決めることが必要
です。1日おきぐらいに練習するのが最も効果が多く、長期休暇中には少し
長期にわたって継続して練習するのがよいでしょう。1回の練習時間は、ス
ポーツの種目によって違いますが、たいていの種目は 1時間から 2時間熱心
にやれば十分です。
　この際注意しなければならないことは、あまり熱心に毎日毎日やり過ぎた
り、だらだらと 3時間も 4時間もやったりすると、練習の能率があがらない
ばかりでなく、団員の父兄からも非難されたり、敬遠されることになりかね
ないので、時間を決めてそれを固く守るようにしてください。
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スポーツ少年団の活動

<スポーツ少年団改革プラン2022>
　日本スポーツ少年団は、新型コロナウイルスの影響によりスポーツ少年団
の登録数が大きく減少したことを受け、令和 3（2021）年 4月に「スポーツ少年
団緊急対策プロジェクト」を設置し、スポーツ少年団の抱える問題や課題を整
理し、課題解決に向けた目標や取組のアップデートを行いました。
　そして、スポーツ少年団が「日本のジュニア・ユース世代のスポーツを担
う組織」として進むべき方向性を「スポーツ少年団改革プラン 2022」（「改革プ
ラン 2022」）にまとめました。

　「改革プラン 2022」では、今後のスポーツ少年団の方向性として「スポーツ
少年団は、勝利至上主義※1 を否定し、スポーツの本質である自発的な運動（遊
び）から得られる『楽しさ』を享受できる機会をジュニア・ユース世代※2 に提
供する」ことを提示し、サブタイトルを「ジュニア・ユース世代にスポーツの
本質である自発的な運動の楽しさを提供しよう」に設定しています。

※ 1
　スポーツは勝敗を競うものでもあり、スポーツにおいて勝利を目指すことは否定されるも
のではありません。
　また、子どもたちが試合に勝つために活動することや、よりうまくなりたいといった活動
も含め、競技力向上の取組も否定されるものではありません。しかしながら「勝利至上主義」は、
勝つことのみを至上（この上ないもの）として位置づける考え方であり、勝つためには子ども

タイトル
「スポーツ少年団改革プラン2022」

サブタイトル

「改革プラン2022」が意図するスポーツ少年団の方向性をサブタイトルに反映

ジュニア・ユース世代にスポーツの本質である自発的な運動の楽しさを提供しよう

「改革プラン2022」が意図するスポーツ少年団の方向性
（方向性イメージは図1～3参照）

スポーツ少年団は、勝利至上主義※1を否定し、スポーツの本質である
自発的な運動（遊び）から得られる「楽しさ」を享受できる機会を
ジュニア・ユース世代※2に提供する。

スポーツ少年団の理念
・一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
・スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
・スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する
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Ⅰ

の発育発達を考慮しない過度な練習を課すことや暴力・暴言等の不適切な指導が容認される
といった様々な弊害をもたらすものです。
【参考】我が国のスポーツ・インテグリティの確保のために－スポーツ庁長官メッセージ－（スポーツ庁）
URL：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/choukan/detail/1406121.htm
※ 2
　「改革プラン 2022」では、「ジュニア・ユース世代」とは、3歳から概ね 18 歳までの年代と定
義しています。

　「改革プラン 2022」が意図する、スポーツ少年団の方向性イメージは次の図
1～ 3のとおりです。

■方向性イメージ①：子ども・保護者の多様なスポーツニーズへの対応
　スポーツ少年団は、各スポーツ団体の土台として、「スポーツ少年団の理念」
をベースに各スポーツ団体を貫く「ジュニア・ユーススポーツの理念」に進化
させ、子どもの発育発達に配慮したスポーツ活動を推進します。

子ども・保護者の
多様なスポーツニーズ

各スポーツ団体を貫く
ジュニア・ユーススポーツの理念（土台）がない

図１ 子ども・保護者の多様なスポーツニーズへの対応

※各スポーツ団体が、共通する理念がない状態で
それぞれ活動している状況

現状 将来目標

子ども・保護者の
多様なスポーツニーズ

ジュニア・ユーススポーツの理念により
固められた土台

（スポーツ少年団の理念を
ジュニア・ユーススポーツの理念に進化）
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スポーツ少年団の活動

■方向性イメージ②：スポーツ団体とスポーツ少年団の立ち位置イメージ
　日本スポーツ少年団は、各級スポーツ少年団を基盤として「日本のジュニア・
ユーススポーツの中核組織（統括組織）へ拡充」することを目指し、ステップ①、
ステップ②に取組みます。
　また、日本のジュニア・ユーススポーツの中核組織として、各スポーツ団
体のジュニア・ユース育成部門等が協力・連携し、子どもの発育発達に配慮
したスポーツ活動を実施する体制の構築を図ります。

その他非営利の
地域スポーツクラブ

NF・PF等に所属する
クラブ（部活動含む）

総合型クラブ
（地域スポーツクラブ）

図２ スポーツ団体におけるスポーツ少年団の立ち位置イメージ

将来的には「地域スポーツクラブ
登録制度」に基づき各種地域スポ
ーツクラブ（非営利）を統括

将来的には「地域スポーツクラブ
登録制度」に基づき各種地域スポ
ーツクラブ（非営利）を統括

NF・PF等のジュニア・
ユース部門との
連携

対象年齢
100歳

概ね18歳

3歳

0歳

営利企業による
スポーツクラブ

日本スポーツ少年団（日本のジュニア・ユーススポーツの
中核組織（統括組織）へ拡充）

連携方法を検討
スポーツ少年団
名称変更の検討※

ステップ②
日本スポーツ少年団がNF・PF等のジュニア・
ユース部門等との連絡会議を主宰すること等
により我が国のジュニア・ユーススポーツを
主導する。
（ステップ①を確実に行い、スポーツ少年団が
全国の地域スポーツクラブの中核となってい
ることが原動力となる）

※「スポーツ少年団」の名称では、従前のスポーツ団体のひとつ（小学生を主な対象とした団体）というイメー
ジから脱却できず、組織横断的な土台としての理解が得られにくい➡スポーツ少年団が、従前のスポーツ団体
の概念から脱却した存在となるよう、名称変更の必要性

ステップ①
JSPOの組織内にあるスポーツ少年団と総合
型クラブの登録制度上の統合を実施➡行政施
策である総合型クラブと連携することによ
り、部活動との連携等公益的な活動を促進し
やすくなる。
（ガバナンスコードを用いた自己説明・公表
は必須要件）
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Ⅰ

■方向性イメージ③：�国民のスポーツ志向におけるスポーツ少年団の立ち位置
イメージ

　スポーツ少年団は、対象年齢を実質として 18 歳まで広げるとともに、主要
な対象をジュニア・ユーススポーツ初心者層やジュニア・ユーススポーツ愛
好者層におき、子どもたちが生涯を通じてスポーツに親しむ「入口」の役割を
担います。（子どもたちの自発性に基づく競技力向上のためのスポーツ少年団
活動を否定するものではありません）

図３ 国民のスポーツ志向におけるスポーツ少年団の立ち位置イメージ

■年齢

概ね
65歳
概ね
65歳

概ね
35歳
概ね
35歳

概ね
18歳
概ね
18歳

【行う】【行う】

【見る】【見る】

成人スポーツ
愛好者層
【行う】

成人スポーツ
愛好者層
【行う】

ジュニア
スポーツ愛好者層
【行う】

ジュニア
スポーツ愛好者層
【行う】

ジュニアスポーツ初心者層ジュニアスポーツ初心者層

ジュニア
競技志向者層
【行う】

ジュニア
競技志向者層
【行う】

成人競技
志向者層
【行う】

成人競技
志向者層
【行う】

競技性競技性 高高

学校運動部活動
【行う】

学校運動部活動
【行う】

【支える】【支える】

概ね
12歳
概ね
12歳

3歳3歳

現状 将来目標

スポーツ少年団

NF・PF等
による
競技力向上

NF・PF
等・スポ少
による
競技力
向上

【行う】【行う】

【見る】【見る】

成人スポーツ
愛好者層
【行う】

成人スポーツ
愛好者層
【行う】

ジュニア・ユース
スポーツ愛好者層
【行う】

ジュニア・ユース
スポーツ愛好者層
【行う】

ジュニアスポーツ初心者層ジュニアスポーツ初心者層

ジュニア・ユース
競技志向者層
【行う】

ジュニア・ユース
競技志向者層
【行う】

成人競技
志向者層
【行う】

成人競技
志向者層
【行う】

競技性競技性 高高

【支える】【支える】

スポーツ少年団

NF・PF等
による
競技力向上

※名称変更の検討

〈現状のスポーツ少年団の課題〉
・登録率が人口（主に小学生）の1割弱
・競技力向上におけるNFとの関係が曖昧

※日本体育協会　21世紀のスポーツ振興方策-スポーツ振興2008-P55
　「スポーツ振興における体育協会の役割モデル図」を参考に作図
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スポーツ少年団の活動

■「スポーツ少年団改革プラン 2022」の実現に向けた取り進め
　日本スポーツ少年団は、「改革プラン 2022」が意図するスポーツ少年団の方
向性（図 1～ 3）の実現に向けて、スポーツ少年団の「組織の強み」と「目標（課
題の解決方針）」により、改革を進めていきます。

スポーツ少年団改革プラン 2022 概要パンフレットは日本スポーツ協会のホー
ムページにてご覧いただけます（→ P.53）。

スポーツ少年団は、勝利至上主義を否定し、スポーツの本質である自発的な運動（遊び）から得られる
「楽しさ」を享受できる機会をジュニア・ユース世代に提供する。

○我が国最大の青少年スポーツ組織
　（全国の仲間）
○地域社会において活動
　（住民主体）
○組織内で指導者を育成
　（体系的な人材育成）

①地域人材の発掘・若手の登用
②信頼されるジュニア・ユーススポーツ指導者の養成
③ジュニア・ユーススポーツマネジメント人材の育成

「改革プラン2022」が意図するスポーツ少年団の方向性

組織の強み 目標（課題の解決方針）
Ａ.��信頼される人材の育成

①広報・情報提供活動の充実・強化
②多様なジュニア・ユーススポーツ活動プログラム等の開発・紹介
③聖域なき事業の見直し

Ｂ.��安全かつ最新の情報・知見に基づく活動の推進

①スポーツ少年団をジュニア・ユーススポーツの中核組織（統括組織）へ拡充

②「スポーツ少年団の理念」を「ジュニア・ユーススポーツの理念」に進化

Ｃ.��「ジュニア・ユーススポーツ」における国内組織の協調・連携
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Ⅰ

４．スポーツ少年団におけるスポーツ活動
　本来、スポーツは身体運動をともなった遊びであるといわれていま
す。遊びは誰からも指示されるものではありませんから、そこには自由
な歓びと楽しさがあります。自主的な子どもの遊びの中では、いつの間
にかそれぞれの発育発達に応じて子ども自身が身体を動かし、理想的な
身体運動が展開されています。しかもその活動は自律的で自由な遊びで
すから、そこから生まれる歓びや楽しさが新たな感動を呼び起こし、さ
らには協調性や創造性など、生きる上で基本となる豊かな情操を養うな
どの素晴らしい効果を発揮するのです。概して集団遊びの体験が少ない
子どもの中には、社会のルールを守る態度が身につかず、社会生活への
適応が困難な子どもが多いといわれています。遊びを通してルールを学
び、相手を思いやるこころを養うなどの相互教育作用が生まれ、良き社
会人への成長に結びついていくのです。

　最近は、幼児期の子どもたちの中に、真っ直ぐに走れない、でんぐり
返しができないといった事例が見られるようになりました。これは、昔
に比べ外遊びや集団遊びなどをしなくなったため、遊びの中で自然に身
につくはずの「走る・投げる・跳ぶ・転がる・滑る」といった基礎的動
作が上手にできなくなったことが原因と考えられています。
　産業の発達や社会構造の変化などによって、子どもたちを取り巻くス
ポーツ環境が変化するとともに、食生活や遊びの変化などによって子ど
も自身のこころとからだにも広範な影響が現れてきています。そして、
一部では、大人の都合でスポーツの勝敗や結果ばかりを重視し、子ども
たちに過激な動きを求めるようになったことが原因で、スポーツ外傷・
障害を起こす事例もあります。
　このような弊害をなくし、スポーツ少年団の目的である「スポーツに
よる青少年の健全育成」のためには、常にこころとからだの発育発達に
十分配慮した活動プログラムでなくてはなりません。
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スポーツ少年団の活動

　日本スポーツ少年団では子どものスポーツ活動の基本を次のように考
えています。
①自主的で、自発的な活動であること。
②真剣さ、厳しさは、団員が目指すものであって、指導者や保護者、マ
スコミ等から強制されるものではないこと。
③個人的にも、集団的にも歓びのあふれたものであること。
④生涯にわたり続けていくであろう、スポーツの基礎をつくる活動であること。
⑤身体的、精神的に無理がなく、意欲をもって参加できる活動であること。
⑥活動地域における社会奉仕的活動が含まれていること。
　単位団活動の目安としては、平日では1日2時間程度、休日・祝日では
1日3時間程度まで、1週間に2、3回が無理のない活動といえるでしょう。

< アクティブ チャイルド プログラム（JSPO-ACP）＞
　日本スポーツ少年団では、運動遊びや伝承遊びを通して、子どもたち
が楽しみながら積極的にからだを動かすことにより、発達段階に応じて
身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラム「アクティ
ブ�チャイルド�プログラム（JSPO-ACP）」を普及しています。
　JSPO-ACP を普及することにより、多くの子どもたちにスポーツの基
礎となる様々な動きを習得させることを目指しています。JSPO-ACP に
ついては、以下をご参照ください。

５．スポーツ少年団の活動タイプ
　スポーツ少年団活動には 3�つのタイプがあります。
単一種目型：年間を通して野球、剣道、サッカー、バレーボールなど、

ひとつの種目を行う。
併行種目型：年間を通して数種目を指導者や会場の都合、季節や性別、

年齢別などに分けて行う。
複合種目型：年間を通していろいろな種目を行う。
　併行種目型と複合種目型を合わせて多種目型と呼びます。
　ジュニア期に様々な種目を体験することは、生涯スポーツの基礎を身
につけるうえで大切なことです。いずれのタイプでも、幅広い活動が好
ましいことに変わりありません。

検 索JSPO-ACP

15
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Ⅰ

６．スポーツ少年団の活動分野
　スポーツ少年団活動の団員構成の中心が小学生で、こころとからだの
発育発達が急激に進む年代です。そのため、日本スポーツ少年団では、
単位団活動の内容として、主となるスポーツ活動だけでなく、社会活動
や文化・学習活動など、幅広い活動を展開することがよりふさわしいと
考えています。日本スポーツ少年団では、スポーツ少年団の活動分野を
下図のように示しています。特にスポーツ少年団活動が人間形成を大き
な柱にしていることから、いずれの分野も欠かすことができない大切な
ものであることを認識しなければなりません。
　したがって単位団の活動は、しっかりした目標に沿って年間、月間の
計画が作成され、団員たちが無理なく、また目標を持って活動に参加で
きるようにすることが求められます。

■スポーツ少年団の活動分野

スポーツ少年団活動

スポーツ少年団活動の目的

スポーツの生活化
り
く
づ
力
体

り
く
づ
間
人

動
活
外
野 社

会
活
動

文
化
・
学
習
活
動

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動

ス
ポ
ー
ツ
活
動

体力テスト
（運動適性テストⅡ）

交流
活動
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スポーツ少年団の活動

＜主となるスポーツ活動＞
　年間の中心となる活動です。しかし、ひとつの種目だけを 1年間行う
のは、体力や技術面からも良い効果は得られないといわれています。主
となる種目と併せて、違ったタイプの種目も体験できるように工夫しま
しょう。

＜野外活動・レクリエーション活動＞
　キャンプやハイキング、オリエンテーリングなど大自然の中で伸び伸
びと過ごすことは、日頃の緊張感の解放に役立つとともに、親子などで
参加することによってふれあいも生まれます。
　また、お楽しみ会やクリスマス会などの計画は、単位団活動のプログ
ラムを豊かにするとともに、団員、指導者、役員・スタッフ、育成母集
団のまとまりを強くすることに役立ちます。

＜文化・学習活動＞
　絵を描く、文章を書く、合唱をする、郷土芸能を覚える、スポーツの
歴史やルールの話を聞くなどの活動は、子どもたちに豊かな情操をもた
らします。子どもたちがバランスのとれた大人に成長できるよう、こう
した活動にも取り組みましょう。

＜社会活動＞
　スポーツ少年団は、地域社会で活動する団体です。地域と積極的にか
かわり、団員たちに地域の一員としての自覚を持たせましょう。具体的
な活動としては、地域の行事への参加や美化活動、奉仕活動などがあげ
られます。

＜体力テスト（運動適性テストⅡ）＞
　運動適性テストⅡは、一生涯にわたってスポーツや運動を楽しむとい
う観点から、特に発育発達期の子どものからだの動きやスポーツ、運動
の適性を評価するテストで、特別な資格を持たなくても実施できます。
　定期的に実施することで、日常の単位団活動により団員の体力、運動
能力がどの程度変化しているかを知ることができます。
　日本スポーツ少年団ではすべての単位団の共通活動として、年に 2回

17
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Ⅰ

春と秋に実施することを推奨しています（→ P.39）。

＜交流活動＞
　活動の分野としては特に取り上げていませんが、競技種目ごとに行う
交流活動と、競技種目に捉われずに行う交流活動があります。
　前ページで挙げたような活動を交流活動として複数の単位団や市区町
村で行うことにより、活動に変化がつき、魅力ある単位団活動を行うこ
とができます。

■日本スポーツ少年団の主な年間主催行事

※ブロックとは、全国を 9つ（北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、
　四国、九州）に分けた地域のことを指します。
※ブロックリーダー研究大会は北海道と東北で 1つのブロックとして開催。
※詳細は日本スポーツ協会ホームページにてご覧いただくことができます（→P.54）。

全国スポーツ少年大会
ブロックスポーツ少年大会（各ブロックで開催）
全国競技別交流大会
　（実施種目：軟式野球、剣道、バレーボール、サッカー、ホッケー）
ブロック競技別交流大会（各ブロックで開催）

日独スポーツ少年団同時交流
日独スポーツ少年団指導者交流／日独青少年指導者セミナー（隔年実施）
日中青少年スポーツ交流

ジュニア・リーダースクール（各都道府県で開催）
シニア・リーダースクール
全国スポーツ少年団リーダー連絡会
ブロックリーダー研究大会（各ブロックで開催）

＜国内交流＞

＜国際交流＞

＜リーダー養成＞

＜指導者養成＞
スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会（各都道府県で開催）
スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター移行研修会
スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター養成講習会
ジュニアスポーツフォーラム
アクティブ チャイルド プログラム（JSPO-ACP）都道府県普及促進研修会

18
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１．スポーツ少年団の組織
＜スポーツ少年団の組織＞
　スポーツ少年団は、単位団、市区町村スポーツ少年団、都道府県スポ
ーツ少年団、日本スポーツ少年団の 4つの段階で構成・運営されていま
す。市区町村・都道府県・日本スポーツ少年団は委員会や専門部会を設
け、直接的・間接的に単位団、団員、指導者、役員・スタッフおよび育
成母集団を支援しており、指導者の資質向上をはかるため、指導者協議
会を設置しています。
　また、スポーツを総合的に統轄する団体である体育・スポーツ協会や
教育委員会等の地方行政機関とも連携して、青少年の健全育成に努めて
います。

スポーツ少年団の組織と運営Ⅱ

日本スポーツ少年団

各都道府県から委員を選出

学識経験者

全    国
指導者協議会

都道府県スポーツ少年団

都 道 府 県
指導者協議会

都道府県体育・スポーツ協会

各市区町村から委員を選出

市区町村スポーツ少年団

委員を選出

単位団 A 単位団 B 単位団 C

学識経験者

学識経験者

市 区 町 村
指導者協議会

指導者
役員、スタッフ

団員
（リーダー）
育成母集団 育成母集団育成母集団

委 員 総 会

常任委員会

専 門 部 会

委 員 総 会

常 任 委 員 会

専 門 部 会

委 員 総 会

常 任 委 員 会

専 門 部 会

日本スポーツ協会

市区町村体育・スポーツ協会

団員
（リーダー）

団員
（リーダー）

（JJSA：Japan Junior Sport Clubs Association） 

（JSA：Junior Sport Clubs Association）

（JSB：Junior Sport Clubs Branch）

（JSC：Junior Sport Club）  

指導者
役員、スタッフ

指導者
役員、スタッフ

■スポーツ少年団の組織図
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Ⅱ

＜単位団＞
　単位団は、自主的に参加した子どもたちと、単位団活動をより良くす
るために補助的な役割を果たすリーダー、適切な指導・助言で子どもた
ちの能力を引き出し、より良い社会人へと導くことができる指導者や役
員・スタッフ、地域の中で財政面、労力面、精神面にわたって単位団を
支えてくれる育成母集団（→ P.26）が重要なメンバーとなり、はじめて
組織として確立されるのです（規約の参考例→ P.50）。

＜市区町村スポーツ少年団＞
　地域の登録単位団を集約しているのが市区町村スポーツ少年団です。
単位団の団員や指導者等の登録をとりまとめて都道府県スポーツ少年団�
へ登録申請するほか、市区町村スポーツ少年団の行事の企画・運営、�

■単位団の組織

団�員

団�員
（スポーツを中心

とした諸活動を
行う子どもたち）
●活動における
役割分担
●会費納入

リーダー
●年少団員の模
範・まとめ役
●指導者の補佐

役員
（団の運営や地域との

連携を図る者）
●単位団運営の中核
●会費納入

スタッフ
（団の運営や地域との

連携を図る者）
●育成母集団等、単位団
運営のサポートなど
●会費納入

育成母集団
（保護者・地域住民の組織）
●役割分担によるスポーツ少年団の運営
●保護者や住民、みんなのスポーツ活動

指導者
（スポーツを通じて

健全に育成する者）
●適切な指導・助言
●資格を保有している者
●会費納入
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スポーツ少年団の組織と運営

新規団の登録や団員、指導者、役員・スタッフ、育成母集団の資質向上
をはかる研修、国際交流活動への参加、単位団活動における安全対策な
どを行います。

＜都道府県スポーツ少年団＞
　都道府県スポーツ少年団は、登録された単位団を基盤として、市区町
村スポーツ少年団役員を中心に、都道府県体育・スポーツ協会役員や学
識経験者などで運営されています。
　また、市区町村スポーツ少年団から登録申請があった単位団をとりま
とめ、日本スポーツ少年団へ登録申請するほか、リーダー・指導者・育
成母集団の育成や研修、ブロック大会・全国大会・国際交流への団員・
リーダー・指導者・役員・スタッフの派遣、各種広報活動、表彰などを
行います。

＜日本スポーツ少年団＞
　日本スポーツ少年団は、登録された単位団を基盤として、市区町村・
都道府県スポーツ少年団で構成された組織で、公益財団法人日本スポー
ツ協会（JSPO）の内部組織となっています。
　（主な主催行事は P.18 参照）

２．スポーツ少年団の登録
＜スポーツ少年団の登録＞
　スポーツ少年団はメンバーシップ制をとっていて、単位団は年度ごと
に団員、指導者、役員・スタッフの登録が必要です。登録要件は次のペ
ージのとおりです。市区町村スポーツ少年団に登録した単位団は、都道
府県スポーツ少年団を通じて日本スポーツ少年団へ登録されます。
　単位団の登録は、毎年 4月から 7月の間にスポーツ少年団登録システ
ムを用いて、所属する市区町村スポーツ少年団に申請・登録します。最
寄りの市区町村スポーツ少年団の連絡先は、各都道府県スポーツ少年団
へお問合せください（→ P.59）。
　登録した単位団には登録認定資料が交付されます（→ P.44）。
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Ⅱ

都
道
府
県
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

市
区
町
村
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

単
位
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

日
本
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

3月

～9月30日

＜登録認定資料送付＞＜登録認定資料送付＞＜登録認定資料送付＞

＜情報誌「Sport Japan」送付＞
（事務担当者 宛）

※発刊日：奇数月10日（年6回）

＜④登録料の納入＞
（カード決済・コンビニ決済

口座振込・窓口支払）

＜③登録料の請求＞
（メール）

＜⑥登録作業を行ったのち
日本スポーツ少年団に

申請・登録料納入＞
（登録システム、 メール）

～7月31日（※）

＜②単位団の登録作業を行った
のち市区町村に申請＞

（登録システム）
※登録期間はご所属の市区町村スポーツ
　少年団にお問合せください。

～８月31日

＜⑤登録作業を行ったのち
都道府県に申請・登録料納入＞

（登録システム、 メール）

＜①次年度の登録に関する
ご案内＞（メール）

新規登録団の場合

＜ログインID・パスワード発行＞
（メール）

■スポーツ少年団登録の流れ

団員登録の要件：登録する年の 4月 1日現在満 3歳以上
指導者登録の要件：登録する年の 4月 1 日現在満 18 歳以上で、日本
スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者資格（※ 1）保有者
※ 1　次の資格を含む
　・日本サッカー協会（JFA）公認 C級コーチライセンス以上の資

格
　・日本バスケットボール協会（JBA）公認 C級コーチライセンス

以上の資格
単位団登録の要件：
　・原則として団員 10 名以上と指導者が 2名以上必要
　・指導者のうち「スポーツ少年団の理念を学んだ者（→ P.24）」が 2

名以上必要（※ 2）
　※ 2　新規登録単位団は、初年度に限り「スポーツ少年団の理念

を学んだ者」2名は必置しなくともよいが、当該年度内に少
なくとも2名が「スポーツ少年団の理念を学んだ者」として、
指導者登録ができる資格（JSPO公認スタートコーチ（スポ
ーツ少年団））の養成講習会の受講を修了することが必要

22

sports.indb   22sports.indb   22 2023/01/19   14:03:392023/01/19   14:03:39



スポーツ少年団の組織と運営

３．指導者、役員・スタッフの役割
　子どもたちのスポーツ活動には、適切な指導や助言が必要です。しか
し、一人ですべての運営や指導を行うのには限界があるため、指導者、
役員・スタッフは役割を分担し、団の運営に携わることが重要となります。
また、以下の点に留意する必要があります。

＜指導者資格について＞
　スポーツ少年団に指導者として登録するには、日本スポーツ協会
（JSPO）公認スポーツ指導者資格（※）の保有が必要となります。これは、
登録・更新制の資格であり、適切なスポーツ指導が実施できることを証

①自発的にスポーツを選んでくれた子どもたちに対する指導者、役
員・スタッフとしての責任を果たす必要があることを認識しまし
ょう。
②子どもの発育発達には個人差があることや外見的な成長の様子と
内面的な成熟の度合は必ずしも同じではないことを十分に理解し
ましょう。
③発育発達期のスポーツ活動は、生涯スポーツの基礎づくりの活動
であることを常に認識しましょう。
④それぞれの発育発達段階に応じ、機能的・生理的・心理的な面を
考慮した活動の質・量を常に考え、無理な活動は避けましょう。
⑤一人ひとりに運動やスポーツの楽しさを十分体得させましょう。
⑥単一のスポーツ活動のみに限らないようにしましょう。
⑦指導内容に十分な工夫と豊かなアイデアを持ちましょう。
⑧管理することだけに集中せず、子どもたちの自主的・自発的活動
を促し支えましょう。
⑨スポーツ活動において、暴力、暴言、セクシュアル・ハラスメン
ト、パワー・ハラスメント等の反倫理的行為を根絶しましょう
（→P.57）。
⑩指導者自身の経験と勘に頼った指導ではなく、広い視野と科学的
根拠を持った指導を心がけましょう。
⑪安全で効果的な指導を行うために、単に指導者の資格を取得する
だけではなく、常にスポーツの楽しさを伝えられる指導者として
学び続けましょう。
⑫勝利だけにこだわらず、活動の過程を大事にしましょう。
⑬仲間意識と思いやりを育てましょう。
⑭学校・家庭・地域社会などとの連携を深めましょう。
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Ⅱ

明するものです。
　なお、単位団登録にあたって、登録する指導者のうち、2名以上が
「スポーツ少年団の理念を学んだ指導者」である必要があります。

［スポーツ少年団の理念を学んだ者］
⑴令和元（2019）年度にスポーツ少年団認定育成員または認定員の資
格を保有していた者
⑵ JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格保有者
⑶令和元（2019）年度以前にシニア・リーダーとして資格認定され令
和 5（2023）年度まで引き続き登録を行っていた者
⑷令和 2（2020）年度以降にシニア・リーダーとして資格認定され引
き続き登録を行っている者

※次の資格を含む
　・日本サッカー協会（JFA）公認 C級コーチライセンス以上の資格
　・日本バスケットボール協会（JBA）公認 C級コーチライセンス以上

の資格
▼日本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者制度の
　詳細については以下のURLをご参照ください。
　（https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid63.html）
▼ JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会の開催日程
については、所属する都道府県スポーツ少年団へお問い合わせくださ
い（→ P.59）。

４．リーダーの役割と育成
　スポーツ少年団では、将来の指導者となるべく人材並びにスポーツ少
年団および地域における青少年のリーダーを育成しています。リーダー
は自身がスポーツの価値を享受し、さらには指導者と協力して、スポー
ツを楽しむことができる環境を創造していく役割を担います。また、リ
ーダー活動を通じて身につけた能力を活用し、単位団での活動に留まら
ず、学校生活や地域活動の場にも活動範囲を拡大し働きかけをしていこ
うとする役割も担います。リーダーは、指導者と団員をはじめとする周
囲をつなぎ、場合によっては指導者以上の効果を発揮することもありま
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スポーツ少年団の組織と運営

す。このように、リーダーの役割はスポーツ少年団では重要なもので、
「日本スポーツ少年団指導者・リーダー規程」としても確立されています。
　現状では、小学校の卒業を機に単位団活動をやめてしまう団員が多い
状況ですが、中・高校生が単位団活動を継続するとともに、リーダー活
動への参加を通じ、するスポーツだけでなく、みる・ささえるといった
スポーツの多様性・多面性に積極的に触れることでスポーツの愉しさや
価値を理解することは大変重要です。
　そのためにも、中・高校生がスポーツ少年団活動に継続して参加でき
るよう、役割を設けたり、単位団等の運営に携わらせるなどの体制を整
えることが重要となります。
＜リーダー資格の種類＞
資格名称 ジュニア・リーダー シニア・リーダー

対象年齢 小学校 5年生以上中学生まで 義務教育を終了した 20歳未満

取得方法 ジュニア・リーダースクールの修了
※都道府県スポーツ少年団ごとに実
施しています。開催日程については
ご所属の都道府県スポーツ少年団へ
お問合せください（→Ｐ 59）

シニア・リーダースクールの修了
※日本スポーツ少年団が実施して
います。例年 8月に実施する 3泊 4
日の宿泊研修を中心に、事前研修や
事前事後の課題等のプログラムに取
組みます。

資格の有効期限 スポーツ少年団に引き続き登録を行っている限り有効

リーダー像 ①�スポーツの愉しさを理解し、団員
に伝えることができる
②�リーダーに求められる行動につい
て考え、団の活動をささえること
ができる

①�スポーツの愉しさや価値を理解
し、団員を含めた地域の子どもた
ちに伝えることができる

②�リーダーに求められる行動を指導
者とともに考え、実践することが
できる

③�地域コミュニティ※をはじめとし
た、あらゆるコミュニティをつな
げることができる

※ここにおける「コミュニティ」とは、人同士のつながり等社会的な諸関係のことをいいます

＜リーダー会＞
　リーダーを育てるためには、単位団での指導者の補助的な活動の他に、
リーダーが、地域や市区町村の規模で集まり、リーダー自身の資質の向
上を図ったり、情報交換を行ったりするなど、活動を深めることも大切
です。都道府県の規模でリーダー会を組織していることも多くあります。
※�その他リーダー関連事業として「全国リーダー連絡会」・「日独スポー
ツ少年団同時交流」を実施しています。
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1. 育成母集団とは
　育成母集団という名称は、日本スポーツ少年団が独自に使用している
名称で、単位団活動を支える “母体となる集団 ”という意味です。スポー
ツ少年団は、生涯にわたってスポーツを楽しむことができる地域クラブ
を目指して活動する団体として、子どもたちだけではなく、大人も含め
た地域集団の形成を目標としています。　　
　育成母集団は、スポーツ少年団を支える一員として子どもたちを財政
面・労力面・精神面で支援するばかりでなく、地域に住む大人も含めた
地域集団を形成するうえで、重要な意味と役割を果たしています。

2. 育成母集団の役割
＜スポーツ少年団に対する支援、協力＞
　①財政面での支援
　　（例）・単位団で共通に使用する用具や器材の購入支援
　　　　・各種行事開催に必要な財政支援
　　　　・保険加入への支援
　②労力面での支援
　　（例）・キャンプなど野外活動の引率や生活指導の協力
　　　　・スポーツ活動への参加支援
　　　　・各種交流活動への派遣や受入事業への支援
　③精神面での支援
　　（例）・単位団活動活性化のための会議開催とプログラムの提供
　　　　・自己研修のための講習や研修の開催、派遣
　　　　・各種情報の収集
　④指導者の発掘と指導者やリーダー養成・研修への支援
　　（例）・単位団指導者の人材発掘
　　　　・指導者やリーダーの養成・研修会への派遣支援
　⑤安全面での配慮
　　（例）・栄養、生活習慣など日常生活への配慮

育成母集団の役割と活動Ⅲ
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育成母集団の役割と活動

　　　　・発育発達に応じた適正なスポーツ活動への配慮
　　　　・事故やケガ等に対する応急処置などの学習

＜スポーツ少年団活動の周知、加入促進＞
　①スポーツ少年団活動の周知
　　（例）・町内会、PTA、子ども会など各種団体への理解を広める活動
　　　　・学校や公民館、各種施設への理解を広める活動
　　　　・単位団のホームページや SNS作成などの広報活動
　②スポーツ少年団への加入促進
　　（例）・未加入の子どもへ加入の働きかけ
　　　　・未組織地域へ加入の働きかけ
　　　　・団員募集のポスター、チラシ配布やインターネット、SNS

などを活用した働きかけ、マスコミへの広報活動
　③育成母集団の活動促進
　　（例）・地域内で理解を広めるための研修、講習会の企画や開催
　　　　・活動内容別グループの拡大
　　　　・総合型地域スポーツクラブへの発展

＜育成母集団自身のスポーツや文化活動＞
　　（例）・スポーツ、文化活動種目のアンケート調査
　　　　・アンケート調査に応じた種目別グループの形成
　　　　・育成母集団の親睦を深めるスポーツ交流の企画・実施
　　　　・育成母集団、指導者、役員・スタッフ、団員が合同で実施す

るスポーツ大会やレクリエーション大会の企画・実施
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Ⅲ

3. 育成母集団のつくり方と運営
　育成母集団のつくり方や運営方法は、基本的には PTAなどの組織と
同じです。
　どのような団体でも、最初は規約（会則）の参考例（→ P.50「第 3
章�育成母集団」）にあるように権限や構成（誰を会員の対象者とするか）、
会議の開催や決議のしかた、また記録の残し方などを文章にして、公平
で平等の原則をお互いに確認することからはじめます。
　このような規約（会則）は、日常的には常識で運営できることですが、
年次総会等の機会に会員相互で確認しておくことが大切です。

①会員は、団員の保護者、スポーツや青少年活動に理解のある方、町内
会や商店会などスポンサー的な理解者、元団員や元保護者などの経験
者などで構成すると良いでしょう。

②役員の名称や役割分担は分かりやすく記し、人数も無理のない範囲で
設定します。いずれ組織が大きくなり、活動も充実したら規約（会則）
を改正して、適切な役割をつくると良いでしょう。

③会費は、どのような活動をどれだけ実施するかで決まります。一人い
くらという決め方が一般的ですが、ファミリー会員の会費や賛助会員
の会費など、かかわり方により会費を設定する方法もあります。いず
れにしても、無理のない額で運営することが大切です。
　会費は、会計係を複数人で担当し、明朗会計をモットーとして処理し
ましょう。

④目的と活動計画は、単位団への支援活動と育成母集団自身の活動とに
分けます。合同ですすめる活動も確認しておくと良いでしょう。
　そして、活動計画を無理なくすすめる方法や話し合いの場を自由で公
平な関係のもとで持てるようにしましょう。
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育成母集団の役割と活動

⑤単位団や指導者とは、相互に調整や協力をし合うことが大切です。学
校行事や地域の行事などと調整をしながら、団の活動を計画しましょ
う。

⑥保護者の中には、仕事の関係で休日の活動に参加できない方もいます。
そのような方への配慮を欠かさない方法で、お互いに協力していきま
しょう。

⑦会員がメンバーとなることに誇りと歓びをもてるような運営を心が
け、共通の理解をもてるような研修会や交流・親睦の機会をつくりま
しょう。
　また、SNS での発信や会報等の発行で常に予定や状況報告をするこ
とも活動の中に入れましょう。

⑧賛助会員や協力団体等は、青少年活動やスポーツ団体への理解があり、
かつ品位のある団体を選びましょう。

⑨同じような活動をしている、他の育成母集団との話し合いや交流の機
会をつくり、お互いのよいところを学び合いましょう。
　すでに、市区町村レベルにおいて「育成母集団連絡協議会」を結成し、
より積極的な活動を展開しているところもあります。

29

sports.indb   29sports.indb   29 2023/01/19   14:03:412023/01/19   14:03:41



地域とスポーツ少年団Ⅳ
　平成 21（2009）年に策定された「スポーツ少年団の将来像」において、
理念の新たな視点として「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献
する」が加えられました。スポーツ少年団は、活動拠点を学校ではなく
地域社会に置く、地域の青少年のための団体です。そのため、地域とス
ポーツ少年団は、そこに住む人々の生活と密接な関係にあるのです。

１．地域社会とスポーツ少年団
　ある一定区域に住む人々が温かいこころの触れ合いを通じて、豊かで
生きがいに満ちた生活を送ることができる場が地域社会です。それは住
民一人ひとりが互いを尊重し合い、協力し合って築き上げていく社会と
いえます。
　地域社会と同様、スポーツ少年団の活動においても、団員、指導者、
役員・スタッフ、育成母集団相互の交流を通して助け合うこころを育む
ことや地域住民との連帯感の醸成が期待されています。
　また、スポーツ少年団の活動において、公共施設を活動の拠点とする
場合は、地域で活動する他の団体とともに、施設を大切に利用する責任
があります。

２．地域に認められるスポーツ少年団活動
　スポーツ少年団活動は、団員構成の中心が小学生のため、その範囲は
小学校区程度の日常生活圏となっています。スポーツ少年団はおのずと
地域社会と密接にかかわり、ときには連携・協力し、ときには支援をい
ただくこともあります。したがって、活動は地域に根ざし、地域から認
められ、すべての子どもたちに門戸が開かれているものでなくてはなり
ません。
　具体的には、地域のお祭りや運動会、美化活動などに、積極的に参加・
協力することでスポーツ少年団の目的や活動を地域の人々に理解しても
らうことが大切です（→ P.16 の社会活動）。そして、地域クラブとして
の活動を展開する中で、スポーツを通じたネットワークを広げ、地域間
の交流を活性化させましょう。
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地域とスポーツ少年団

　地域社会とのかかわりは、団員の成長にも大きな影響をもたらしま
す。それは、子どもたちが自分も家族とともに地域社会の一員だという
ことを知り、社会性を学ぶ機会となるはずです。
　スポーツ少年団が積極的に地域と連携・協力する中で住民への理解が
広がれば、地域社会の認知度や支援の輪も、おのずと広がってくること
でしょう。新しい団員の加入促進をはじめ団体としての社会的信頼も深
まり、スポーツ少年団の発展につながります。

＜スポーツ少年団の公共性＞
　単位団活動が地域に認められるためには、スポーツ少年団を「地域に
つくる」というより、「地域でつくる」という考え方が重要です。「地域で
つくる」ということは、その取組が地域住民に広く受入れられ、地域の
各種団体を含めて「自分たちのまちは自分たちが力を出し合って守り、
育てる」という思いが共有され、具体的な行動に結びつくことを意味し
ます。こうした姿勢は公共性に欠かすことが出来ない要素で、スポーツ
少年団の理念・理想を実現するためにも必要なことです。

３．他の団体との連携
　地域の中には、町内会や自治会、青少年団体、NPO法人など、多く
のグループや団体が活動しています。子どもからお年寄りまで、その構
成員も多種多様です。地域社会を活動のベースとしているスポーツ少年
団にとって、これらの組織や団体との連携は重要なことです。特に、同
じ青少年を構成員としている団体は、その最終目的が「こころとからだ
の健全育成」にあることから、協調し合えることが多くあるはずです。
しかし、スポーツ少年団の中には、自分たちの活動ばかりに集中し、地
域内の様々な行事や催しなどと関係なく活動している単位団もありま
す。もう一度、育成の原点に立ち返って、広く長い目で団員の成長を見
守り、地域と連携しながら活動することが望まれます。
　町内会や自治会、多くの青少年団体との連携や協力によって、活動場
所の確保や活動経費の削減、指導者不足の解消などの問題解決につなが
り、行政のバックアップも得やすくなるでしょう。
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Ⅳ

　他団体との交流がなかなか持てないスポーツ少年団は、交流のきっか
けとして、主催する行事や活動、例えば、運動会や正月・クリスマスの
催しなどに他団体の方々を招待するのも一つの方法です。
　また、地域の催しや他団体の行事とスポーツ少年団活動が重なり、参
加する子どもたちを取り合うようなことは、絶対避けなければなりませ
ん。事前に関係者で調整するとともに、主役は子どもたちなのだという
ことを念頭に置きたいものです。
　さらに今、生涯スポーツ社会の実現へ向けて、全国各地で総合型地域
スポーツクラブづくりが広がっています。スポーツ少年団もクラブのジ
ュニア・ユース部門としての役割と機能が期待されています（地域スポ
ーツクラブとしての発展と総合型地域スポーツクラブについては、P.34
参照）。

４．子どもの居場所としてのスポーツ少年団
　「子育ては家庭の役割」と言ったのは昔のこと。今は、地域社会の中で
だれもが参加しやすい居場所づくりをすることや、スポーツ・文化活動
などを通して地域と家庭の支えあいの関係をつくることで、子育てを支
援していくシステムが求められています。スポーツ少年団は、活動の目
的から分かるように、子育てをする仲間の一員という考えを持ち、地域
社会の中で活動していくことが重要です。
　しかし、今の子どもの外遊びの環境について、自身の子どもの頃と比
較したときに、自由に遊べる空き地や生活道路が少なくなったり、子ど
もが自由に利用できるスポーツ施設が少なくなったと感じている大人は
多く、地域環境の整備・充実は大きな課題となっています。
　また、子どもたちは、学校・家庭・地域という３つの場で生活してい
ます。子どもたちがたくましく育っていくために、どれも欠くことがで
きない大切な場です。その中の一つ、地域がスポーツ少年団活動のベー
スです。そのため、スポーツ少年団活動を展開する際は、学校や家庭の
ことも考慮する必要があります。そして、一人ひとりの生活の中にスポ
ーツをうまく溶け込ませていくことが大切です。
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地域とスポーツ少年団

５．地域づくりとスポーツ少年団活動
　スポーツ少年団活動を発展的・継続的に展開していくためには、「み
んなでまちを良くしよう」という地域づくりの視点で活動することが望
まれます。
　人々が地域の中で、こころ豊かに生活するためには、①�共同体（コ
ミュニティ）としての意識の共有、②�地域生活者としての生活満足の 2
つの条件が重要であると考えられます。
　地域に根ざしたスポーツ少年団は、こうした条件を様々な活動を通し
て実現できる団体です。
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地域スポーツクラブとしての発展Ⅴ
　地域では、スポーツ少年団の他、様々なスポーツ団体が活動しています。
　今後、少子化や中学校部活動の地域連携等の動向において、地域で活
動するスポーツ団体の役割はますます重要となっていきます。特に、ジ
ュニア・ユーススポーツの基盤を整備・充実させるためには、地域で活
動するスポーツクラブの一つである各単位団の活動や組織の活性化を図
ることが必要であると考えます。
　ここでは、スポーツ少年団の活動、組織における活性化イメージと
地域で活動する総合型地域スポーツクラブ（以下、「総合型クラブ」とい
う。）についてご紹介します。

1. 単位団の活動、組織における活性化のイメージ
　単位団の活動、組織における活性化イメージをタイプ分けすると、次
の 4つに大別することができるものと考えています。
　タイプⅠ・Ⅱは単位団内部での活性化を、タイプⅢ・Ⅳは単位団と他
団体（総合型クラブ等）との関係性による活性化をイメージしています。
　これらⅠからⅣのタイプは固定的ではなく、単位団や既存の地域スポ
ーツ団体の置かれた状況や取組の経過により、変化するものです。また
実際には、中学校部活動や地域の様々な団体を巻き込んで、子どもたち
のニーズに応えられる体制を構築する必要があります。
　なお、中学校部活動の地域連携にあたっては、その受け皿の構築が喫
緊の課題ですが、地域の実情は様々であり、受け皿としての形態におけ
る正解は一つだけではないと認識しています。
　しかしながら、子どもたちの様々なスポーツニーズに応えられる組織
体制づくりが必要だということは、どの地域でも共通するものですの
で、日本スポーツ協会（JSPO）としてもそれに向けてできる限り努力す
る必要があると考えています。

＜タイプⅠ「多種目型・複合種目型」＞
　単一種目型から多種目型、複合種目型への変化です。
　「単一種目型で活動している一つの単位団」において、多種目型化また
は複合種目型化により活動の活性化を図っていくものです。また、「複
34
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地域スポーツクラブとしての発展

数の単位団」が協力・連携して少子化の対応や組織運営の効率化等を図
っていくため、一つの単位団となり活動することも想定されます。

＜タイプⅡ「多世代型」＞
　リーダーや役員・スタッフ、保護者等のスポーツ参加による多世代型
への変化です。「一つの単位団として」、または「複数の単位団が統合し
て」、シニア・ジュニアリーダーや役員・スタッフ、保護者等のスポー
ツ参加により、活動種目や団員年齢の範囲を広げ、活動や組織の活性化
を図っていくものです。

＜タイプⅢ「連携型」＞
　既存の地域スポーツ団体との連携です。
　「一つの単位団」、または「複数の単位団」が、総合型クラブ等の既存
の他の地域スポーツ団体と連携することで、活動の活性化を図っていく
ものです。例えば、単位団の団員募集や登録手続きを地域スポーツ団体が
代行したり、イベントを共同で実施したりすることなどが想定されます。

【多種目型・複合種目型】 「多種目型」単位団 「複合種目型」単位団

タイプⅠ

◆記載している種目名は一例です

「単一種目型で活動している一つの
単位団」において、多種目型化、また
は複合種目型化により活動の活性
化を図る。また、「複数の単位団」が
少子化への対応や組織運営の効率化
等を図っていくため、一つの単位団
となり活動することも想定される。

団員
（サッカー）

団員
（剣道）

団員
（卓球）

団員
（複合種目：陸上競技、

バレーボール）

【多世代型】
タイプⅡ

「一つの単位団として」、または「複
数の単位団が統合して」、シニア・
ジュニアリーダーや役員・スタッ
フ、保護者等のスポーツ参加によ
り、団員年齢の範囲を広げ（多世代
型化）、活動や組織の活性化を図る。

単位団

団員
（軟式野球）

成人
高校生
中学生
小学生

団員
（バスケットボール）

成人
高校生
中学生
小学生

団員
（空手道）

成人
高校生
中学生
小学生

◆記載している種目名は一例です
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Ⅴ

＜タイプⅣ「統合型」＞
　既存の地域スポーツ団体との組織化です。
　「一つの単位団が」、または「複数の単位団が統合して」、既存の他の
地域スポーツ団体と統合した上で、ジュニア・ユース部門として位置づ
けることで、活動や組織の活性化を図っていくものです。ここでは、ジュ
ニア・ユース部門のメンバーはスポーツ少年団に登録することを想定して
います。

2. 総合型地域スポーツクラブの育成
　総合型クラブとは、地域の人々に年齢、興味関心、技術技能などに応
じたさまざまなスポーツ機会を提供する、「多世代」「多種目」「多志向」と
いう特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツ
クラブです。
　日本スポーツ協会（JSPO）では、総合型クラブの活動や創設を支援す

【連携型】
タイプⅢ

「一つの単位団」、または「複数の単
位団」が、総合型クラブ等の既存の
他の地域スポーツ団体と連携する
ことで、活動の活性化を図る。

他の地域スポーツ団体

例：単位団の団員募集を地域スポー
ツ団体が代行、イベントを共同で
実施　等

単位団 単位団単位団

【統合型】
タイプⅣ

「一つの単位団が」、または「複数の
単位団が統合して」、既存の他の地
域スポーツ団体と統合した上で、
ジュニア部門として位置すること
で、活動や組織の活性化を図る。

他の地域スポーツ団体の成人部門等

ジュニア・ユース部門

※既存の団体のジュニア・ユース部門（チーム・教室・サークル等）
が少年団に登録

単位団 単位団
他の

 ジュニア・
ユース
 部門※
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地域スポーツクラブとしての発展

ることで、スポーツを核とした豊かな地域コミュニティの創造を目指し
ています。
　日本スポーツ協会（JSPO）は、平成 9（1997）年度にスポーツ少年団を
核としたクラブ育成モデル地区事業をスタートさせ、これまで数多くの
総合型クラブの創設や、自立に向けた各種支援を行い、現在では、全国
に約 3,600 の総合型クラブが誕生しています。（令和 3年度総合型クラブ
に関する実態調査結果 /スポーツ庁調査）
　子どもから高齢者まで、幅広い年代の方々が自らの興味・関心に沿っ
て楽しく活動し、交流の輪を広げ深めています。

３．総合型地域スポーツクラブ全国協議会
　全国の総合型クラブの定着と発展を推進するために、日本スポーツ
協会（JSPO）は平成 20（2008）年に総合型地域スポーツクラブ全国協議会
（SC全国ネットワーク）を設立しました。人材・活動施設・財源の確保
や中学校部活動との連携など、各クラブが抱える課題解決のための情報
交換を促し、クラブ間活動交流の活性化を図っています。
　また、令和 4（2022）年 4月からは、総合型クラブの公益的な取組を促
進するために、総合型クラブの登録・認証制度がスタートしました。（登
録基準については次ページ参照）
　令和 4年 11 月 1 日現在、全国の 1,015 の総合型クラブが総合型地域
スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク）に登録しています。
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Ⅴ

【総合型地域スポーツクラブ全国協議会登録基準】
基本基準

必ず満たすべきルール
分類 個別基準

⑴
活動実態に
関する基準

①�多種目（複数種目のスポーツ
活動を実施している。

・�定期的※1 なスポーツ活動を 2種目以上実
施している。

②�多世代（複数世代）を対象と
している。

・�次の世代区分のうちいずれか 2区分以上
の会員※2 がいる。

〈世代区分〉　
A）未就学児、B）小学生、C）中学生、
D）高校生（～ 18 歳）、E）～ 29 歳、
F）～ 39 歳、G）～ 49 歳、H）～ 59 歳、
I）～ 69 歳、J）70 歳～

③�適切なスポーツ指導者を配置
している。

・�クラブマネジャーまたは事務局員の少な
くとも 1名は、日本スポーツ協会公認ク
ラブマネジャーまたはアシスタントマネ
ジャー資格を有している。※3

・�定期的なスポーツ活動において、日本ス
ポーツ協会が公認スポーツ指導者を養成
している競技・種目については、当該競
技の公認スポーツ指導者資格を有するス
ポーツ指導者が少なくとも 1名は配置さ
れている。※3

④�安全管理体制を整備している。 ・緊急連絡体制を整備している。※4

⑵
運営形態に
関する基準

⑤�地域住民が主体的に運営して
いる。

・�規約等※5・事業計画・予算、事業報告・決
算を議決する意思決定機関の議決権を有す
る者の過半数が総合型クラブの所在する市
町村※6の住民である（または当該市町村
の住民と当該市町村の近隣の市町村の住
民を合算すると過半数である）。

・非営利組織である。※7

⑶
ガバナンス
に関する基
準

⑥�規約等が意思決定機関の議決
により整備され、当該規約等
に基づいて運営している。

・�規約等※5 の改廃に必要な議決について当
該規約等に定めている。

⑦�事業計画・予算、事業報告・
決算が、意思決定機関で議決
されている。

・�事業計画・予算、事業報告・決算を議決
した意思決定機関の議事録（出席者が明
記されているもの）が提出されている。

※ 1：定期的とは、年間で 12 回以上実施することを示す。
※ 2：�会員とは、年会費等、年間で会費を支払っている会員を示す（月会費や教室・イベントごとの参加費等は含

まない）。ただし、この基準を満たす総合型クラブは限られてしまう可能性もあることから、移行措置とし
て当面の間は申請した総合型クラブが会員として扱っている者を会員としてみなす。

※ 3：当面の間は移行措置として、本基準が満たされないことを理由として、登録を不可とすることはしない。
※ 4：�不測の事態に備え、あらかじめ、医療機関をはじめとした各種機関・団体等や総合型クラブ内関係者の緊急

時に関する連絡体制を整えていることを指す。
※ 5：規約・会則・定款等を指す。
※ 6：特別区は市町村に準ずる。
※ 7：営利法人である「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」等は対象外。
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1. 団員の皆さんへ
Q1　スポーツ少年団は何歳から加入できますか？また、中学生や高校

生の加入は可能ですか？
A�　スポーツ少年団は登録する年の 4月 1日現在満 3歳以上から加入で
き、年齢の上限はありません。スポーツが得意な方はもちろん、運動
に自信のない方も大歓迎です。
　　もちろん、中学生や高校生も加入できます。
　�　令和 4（2022）年度現在、中学生以上の団員は全国で約 7万 5千人が
登録しており、中にはスポーツを楽しみながらリーダーとして活動し、
将来の指導者をめざして各種研修を受けている仲間もいます。

Q2　スポーツ少年団活動にはスポーツ以外にどんな内容のものがありますか？
A�　スポーツ活動以外の活動内容として絵、作文、歌、クラフト、郷土
芸能、機関紙などの文化・学習活動、また地域行事への参加や奉仕活
動などの社会活動、さらにレクリエーション、野外活動や体力テスト
なども年間活動計画に取入れているスポーツ少年団もあり、自主性・
創造性や仲間意識を育てることを大切にしています。

Q3　スポーツ少年団ではなぜ体力テスト（運動適性テストⅡ）を行うのですか？
A�　体力テストを定期的に実施することにより、団員一人ひとりの体力、
運動能力の特性や、体力の変化を知ることで個々の体力に合った活動
プログラムを作成することも可能です。
　�　日本スポーツ少年団では体力テストを定期的に実施することを推奨
しています。日本スポーツ協会（JSPO）のホームページ（「日本スポー
ツ少年団　運動適性テストⅡ」と検索）において生年月日・性別・記録
を入力すれば自動的に評価が行える集計プログラムを配布していま
す。また、全国の単位団から提供いただいたデータを基に全国統計量
（平均値など）を公開しています。

加入する方のためのQ&AⅥ

（運動適性テストⅡ 詳細） 39
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Ⅵ

2. 指導者、役員・スタッフの皆さんへ
Q1　スポーツ少年団を新規で結成する際に、留意することはありますか？
A　�スポーツ少年団の新規団結成には原則として、10名以上の団員と日
本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者資格を保有する指導者が 2
名以上必要です。
　　指導者は、資格保有者で子どもたちの成長に携わりたい人に依頼し、
複数名で役割分担するようにしましょう。また、地域内外の協力体制を
構築し、単位団の運営面や資金面での条件整備を行うことも大切です。
　　なお、団結成の翌年度以降も更新登録をする場合は、指導者のうち
少なくとも2名以上を「スポーツ少年団の理念を学んだ者（→P.24）」と
しなければなりません。該当者がいない場合は、新規登録初年度内に
少なくとも2名が「JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講
習会」を受講し修了する必要があります。
Q2　指導者の講習・研修にはどんなものがありますか？
A　スポーツ少年団登録において、「スポーツ少年団の理念を学んだ指導
者」として登録いただく際に取得を推奨している「JSPO公認スタートコ
ーチ（スポーツ少年団）」の養成講習会は各都道府県スポーツ少年団にて
実施しています。詳細についてはご所属の都道府県スポーツ少年団に
ご確認ください（→P.59）。
　　また、上記資格のほか JSPO公認スポーツ指導者制度に基づく各種
講習会や更新研修会も日本スポーツ協会（JSPO）および都道府県体育・
スポーツ協会等で実施されています。
Q3　活動中にけがをした場合、なにか保険制度がありますか？
A　公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険があります。こ
の保険は 4名以上のグループ保険で、全員の加入をお勧めしています。
　　日本国内における団体の活動および活動場所への移動中等に、急激
で偶然な外来の事故により被った傷害が対象となり、賠償責任が生じ
た場合も適用されます。詳細はスポーツ安全協会ホームページをご確
認ください。
　　※公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者総合保険もご利用ください。

（スポーツ安全協会 HP）40
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加入する方のためのQ&A

3. 育成母集団の皆さんへ
Q1　育成母集団を結成する時の手順について教えてください。
A　�育成母集団は、団員の保護者を中心に地域のスポーツ団体、学校、
町内会、青少年団体などの関係者の参加を得て単位団を育成、援助す
るとともに自ら進んで団員たちと一体になってスポーツを中心とした
様々な活動をする組織のことです。
　　結成の手順の中で最も大切なことは、組織の運営や活動の内容、ま
た資金の見込みや役員などについて指導者や保護者等で準備のための
事前の話し合いをしっかり行うことです。
　　そして、育成母集団活動のねらいや目標をきちんと定め、会議もコ
ミュニケーションや情報交換を含めた内容のものが良いでしょう。
� （→ P.28 「3. 育成母集団のつくり方と運営」参照）
Q2　育成母集団の役割にはどんなものがありますか？
A　育成母集団の役割の中心は単位団に対する援助と協力で具体的には
次のものがあります。
　1.�活動場所の確保と整備　　2.�活動に必要な器具や用具の整備
　3.�指導者、役員・スタッフ、団員の確保とリーダーの養成
　　また、地域社会へのスポーツ少年団普及活動も大切な役割です。具体
的には地域行事への参加や広報活動さらに地域住民を含めたスポーツの
交流会や親子スポーツ大会などのプログラムの作成、提供があります。
� （→ P.26 「2. 育成母集団の役割」参照）
Q3　新入団員の募集について良い方法があれば教えてください。
A　一般的には募集案内を育成母集団や学校、町内会に配布する方法が
行われています。
　　ある単位団では春休みに団員が友だちに手紙を送ったり、手づくり
の募集ポスターを街中に貼ったり、また体験入団の日を設けるなど単
位団の PR�を育成母集団と団員、指導者、役員・スタッフ、が一緒に
なって行っています。
　　人から人への口コミもPR�効果があり、さらに単位団のホームページ
を作成するなどインターネットやSNSを活用するのも効果があります。
　　なお、団員の入団、退団に際してのルールを事前に定めておいた方
が良いでしょう。
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スポーツ少年団の登録状況
　いま、スポーツ少年団に入ってスポーツをしている仲間たち。北は北
海道から南は沖縄県まで、全国に約 2万 8千もの単位団、そして、そこ
で活動する仲間は約 55 万人もいます。
　単位団活動の場や設備、指導者などの人的条件と地域特性から、多様
な種目を行う単位団が生まれました（60 種以上）。

全国のスポーツ少年団員は
様々なスポーツを行っています（令和 4（2022）年12月15日時点）

軟 式 野 球
団　数 6,110
団員数 110,756

サ ッ カ ー
団　数 3,533
団員数 91,577

バスケットボール
団　数 2,981
団員数 65,973

バ レ ー ボ ー ル
団　数 3,147
団員数 45,637

剣 道
団　数 2,346
団員数 35,069

複 合 種 目
団　数 1,702
団員数 54,348
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スポーツ少年団の登録状況

柔 道
団　数 908
団員数 13,711

バ ド ミ ン ト ン
団　数 700
団員数 14,381

ソ フ ト ボ ー ル
団　数 861
団員数 12,609

その他の種目（令和 4（2022）年12月15日時点）

空 手 道
団　数 1,701
団員数 30,302

種　目 全　体
団　数 団員数

少 林 寺 拳 法 492 5,748
ソ フ ト テ ニ ス 471 10,514
卓 球 412 6,207
陸 上 競 技 404 15,029
そ の 他 208 3,571
競 泳 169 4,497
野 球（ 硬 式 ） 109 2,478
ド ッ ヂ ボ ー ル 108 1,632
ア ル ペ ン ス キ ー 105 1,571
テ ニ ス 103 2,090
ラグビーフットボール 93 3,414
ハ ン ド ボ ー ル 78 2,453
器 械 体 操 70 1,670
合 気 道 64 1,069
レ ス リ ン グ 62 892
ホ ッ ケ ー 60 1,259
ス ピ ー ド ス ケ ー ト 57 840
な ぎ な た 48 739
ミ ニ バ レ ー ボ ー ル 48 731
新 体 操 44 1,094
ト ラ ン ポ リ ン 41 837
相 撲 31 239
馬 術 28 399
ア イ ス ホ ッ ケ ー 24 516
リ ー ダ ー 会 等 23 242
バ ト ン ト ワ リ ン グ 21 446
弓 道 21 409
日 本 拳 法 20 294

種　目 全　体
団　数 団員数

ボ ウ リ ン グ 18 240
ノ ル デ ィ ッ ク 16 211
スポーツチャンバラ 13 107
ゴ ル フ 11 127
フ ェ ン シ ン グ 10 136
銃 剣 道 10 102
フットベースボール 9 112
ソフトバレーボール 8 107
カ ヌ ー 8 82
ア ー チ ェ リ ー 7 114
ボ ク シ ン グ 7 79
セ ー リ ン グ 7 56
フィギュアスケート 6 107
ス ノ ー ボ ー ド 6 64
野 外 活 動 5 80
飛 込 み 5 51
太 鼓 5 48
カ ー リ ン グ 4 88
水 球 3 70
エ ア ロ ビ ッ ク 3 49
ボ ー ト 2 30
ゲ ー ト ボ ー ル 2 28
ロ ー ラ ー ス ケ ー ト 1 18
綱 引 1 14
山 岳 1 12
ト ラ イ ア ス ロ ン 1 12
テ ィ ー ボ ー ル 1 10
武 術 太 極 拳 1 10
ショートトラックスケート 1 8
合 計 27,575 547,415
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日本スポーツ少年団登録認定時交付物品
　日本スポーツ少年団に登録すると、都道府県もしくは市区町村スポー
ツ少年団から次の物品が交付されます。これらは、単位団や団員、指導
者、役員・スタッフの証となるもので、スポーツ少年団における活動や
仲間たちのシンボルです。

●団認定証
新規登録団に対して交付されます。

●認定リボン
毎年登録団に対して交付されます。

●スポーツ少年団旗
単位団はスポーツ少年団旗を保持し
なくてはなりません。新規登録団は
市区町村スポーツ少年団に申請し、
保持して下さい。

●役員・スタッフ登録証
毎年単位団、市区町村スポーツ少年団、
都道府県スポーツ少年団の登録役員・ス
タッフに対し 1人 1枚交付されます。

●指導者章
毎年登録指導者 1人につき
1枚が交付されます。

●団員章
毎年登録団員 1人につき 1
枚が交付されます。
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スポーツ団体ガバナンスコード／セルフチェックシート
　スポーツ団体ガバナンスコード（以下、「ガバナンスコード」という。）
は、スポーツ団体が遵守すべき原則・規範として、令和元年度にスポー
ツ庁が策定したものです。スポーツ団体に対し、コードを遵守している
旨の「自己説明と公表」を促進することとしています。ガバナンスコー
ドは、中央競技団体向け（ＮＦ向け）と一般スポーツ団体向けの 2種類
があり、スポーツ少年団は一般スポーツ団体向けが適用されます。
　では、具体的にどのように遵守し公表すればよいのでしょうか。スポ
ーツ庁がセルフチェックシートというものを用意していますので、その
シートに基づき、「自己説明と公表」を行うこととなります。ここでは、
ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の６つの原則に対する遵守
状況を「自己説明・公表」する際に用いるセルフチェックシートの記入
例を参考までにお示しします。（公表の方法については P.49 をご覧くだ
さい。）
　セルフチェックシートという名称のとおり、このシートに記入した内
容はどこかの団体が内容を評価するという性格のものではなく、公表す
ることが前提となっていますので、強いて言えば広く社会から評価され
るということになります。
　なお、ガバナンスコードの各原則全てに対応できていない場合もある
と思います。対応できていない場合は、「対応に向けた今後の取組の見
通し（対応可能な目標時期）」等を示すことが望まれます。つまり、「でき
ないことを無理やりやる」ためのものではなく、今すぐにはできなくて
も「なぜできないのかを明確にし、どのようにしたらいつ頃対応できそ
うかを自ら考える」ためのものと捉える必要があります。
　また、この記入例に付随する単位団の規約（会則）例を 50 ページから
52 ページにかけて記載していますので、併せてご参照ください。
　ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の全文とセルフチェック
シートのデータは以下のスポーツ庁HPからご覧いただけます。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420888.htm
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スポーツ団体ガバナンスコード／セルフチェックシート
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スポーツ団体ガバナンスコード／セルフチェックシート

　セルフチェックシート等を用いたガバナンスコードの遵守状況に関す
る自己説明は、定期的に作成し、公表することが望まれます。団体のホ
ームページ等で広く公表することが難しい場合には、ステークホルダー
（団員をはじめとした関係者等）への説明方法として、団体が定期的に発
行する会報等に掲載したり、年に 1度、定時総会で説明するといった方
法も考えられます。
　日本スポーツ振興センターが運営するスポーツガバナンスウェブサイ
トを活用して公表することも可能です。

日本スポーツ振興センター「スポーツガバナンスウェブサイト」
https://www.sg-web.jpnsport.go.jp/sgw/Top
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単位スポーツ少年団規約の参考例

第 1章　総　　則
第1条（目的）本規約は、◯◯◯◯スポーツ少年団（以下「本団」といいます。）の運

営に関する基本的な事項を定めるものです。
第 2条（事務所）本団の事務所は◯◯◯◯内に置きます。
第 3条（目的）本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを通じ青少年の

心身の健全な育成に資する事を目的とします。
第 4条（活動）本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行います。
　　　（1）各種スポーツ活動	 （5）他団体との交歓交流活動
　　　（2）体力テスト	 （6）奉仕活動
　　　（3）レクリエーション活動	 （7）その他本団の目的達成に必要な活動
　　　（4）文化学習活動

第 2章　団　　員
第5条（構成）原則、◯◯【市・区・町・村】内に在住し、本団において前条

に定める活動を行うことを希望する者は、誰でも本団の団員となるこ
とができます。

第 6条（申込み）本団の団員となることを希望する者は、本団の所定の様式
により申込みをし、第 20 条に定める会費を支払ってください。

第 7条（有効期間）本団の団員となる期間は、加入の申込みを受けた日から
その年度の末日（3月 31 日まで）までとなります。次年度も団員となる
ことを希望する者は、改めて前条に定めるとおり、本団に申込みを行
ってください。

第 8条（団の登録）本団は、第 6	条に定めるところにより加入登録を行った
団員をまとめ、日本スポーツ少年団登録システムに登録するとともに、
団として○○【市・区・町・村】スポーツ少年団に所定の登録料を支払
って、本団の登録を行います。又、団登録に明記された団員は、全員
公益財団法人スポーツ安全協会の保険に加入いたします。

第 3章　育成母集団
第9条（権限）育成母集団は、本団の組織、運営、管理その他本団に関する

一切の事項について決議をすることができます。
第 10条（構成）育成母集団は、第11条に定める育成者をもって組織されます。
第 11条（育成者）
　　　1. 新たに団員となった者の保護者は、当然に育成者となります。
　　　2.		前項に定めるもののほか、本団の目的に賛同する個人、団体は、育

成母集団総会による承認をもって、育成者となります。
　　　3.		保護者以外の者（過去に保護者であった者を含む）は、いつでも、本

団に届け出ることにより、育成者を辞任することができます。
第 12条（育成母集団総会の開催）
　　　1.		当団の定時育成母集団総会は、毎年 4月 1 日から 5月末日までの間

に開催されるものとします。
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単位スポーツ少年団規約の参考例

　　　2.		団長は、前項に定めるもののほか、いつでも育成母集団総会を招集
することができます。

　　　3.		育成者の総数の 3分の 1以上の者が希望するとき、団長は、育成母
集団総会を招集しなければならないものとします。

第 13条（決議要件）育成母集団総会の決議は、本規約に別段の定めがある
場合を除き、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、
出席した育成者の過半数をもって行います。

第 14条（議事録）
　　　1.		団長は、育成母集団総会の議事について、議事録を作成するものと

します。
　　　2.		本団は、育成母集団総会の日から 5年間、前項の議事録を保管する

ものとします。

第 4章　役　　員
第15条（役員）本団には、次の役員を置きます。
　　　団　長　１名　　　副団長　若干名（各学年より１名）
　　　指導者　若干名　　会　計　２名　　　　監　事　２名
第 16条（選任）前条の役員は、育成者の中から、育成母集団総会の決議に

より選任します。
第 17条（任期）
　　　1.		本団の役員の任期は、選任後最初に実施される定時育成母集団総会

の終了時までとします。但し、再任を妨げません。
　　　2.		本団の役員に欠員の生じた時は、育成母集団総会の決議により、そ

れを補充するものとします。
第 18条（権限）
　　　1.		団長は、本団を代表し、育成母集団総会によって決議された活動方

針に従い、団務を統轄します。
　　　2.		副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時は、その職務を代行し

ます。
　　　3.		指導者は、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、本

団の活動を指導します。
　　　4.	会計は、本団の会計を担当します。
　　　5.		監事は、前各項に定める者の会計に関する業務執行を監査し、計算

書類について意見を述べます。

第 5章　会　　計
第19条（会計）本団の会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、

補助金、その他の収入によって支弁します。会費については、別に定
めます。

第 20 条（会費）会費は団員 1人当り 1年○○円とし、毎年 4月に前期分○
○円、10 月に後期分○○円を納入するものとします。なお、会費には
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以下の費用が含まれます。
　　　スポーツ少年団登録料○円【東京都新宿区の場合 500 円】
　　　公益財団法人スポーツ安全協会の保険加入料　○円
第 21 条（会計年度）本団の会計年度は、毎年 4月 1 日に始まり、翌年の 3

月 31 日に終わります。
第 22条（事業報告、計算書類の承認）
　　　1.		団長は、定時育成母集団総会において、前年度の事業報告を行い、

計算書類の承認を受けなければなりません。
　　　2.		監事は、前項に定める事業報告および計算書類について、事前に確

認の上、意見を述べることができます。

第 6章　そ の 他
第23条（個人情報の取扱と利用目的）
　　　1.		本団の活動により得られた個人情報（氏名、生年月日、年齢、学年、

住所、電話番号、メールアドレス、日本スポーツ協会公認スポーツ
指導者資格の登録番号、資格名）は、個人情報の保護に関する法律に
基づき、適正に取扱うことといたします。

　　　2.		個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用することとし、本人（未
成年の場合は、保護者）の承諾なく、他の目的には利用いたしません。

　　　　・スポーツ少年団登録手続き
　　　　・スポーツ少年団関係の事業への参加申込
　　　　・	その他必要な場合（個人情報利用前に本人（未成年の場合は、保護

者）に承諾を得ることとします）
第 24条（所属団体の規定の適用）本団の活動に当たっては、本団が登録す

る、日本スポーツ協会、日本スポーツ少年団、○○【都道府県】スポー
ツ少年団、○○【市区町村】スポーツ少年団および日本○○○○【競技
の国内統括団体】（以下総称して「所属団体」といいます。）の諸規定が適
用されます。本年の活動に参加する者は、所属団体に対する個別の登
録の有無にかかわらず、所属団体の諸規定を遵守するものとし、これ
に違反した場合には本団および所属団体から処分を受けることがある
ことを予め承諾するものとします。

第 25条（規約の改正および解散）
　　　1.		本規約の改正および本団の解散は、育成母集団総会の承認をもって

行います。
　　　2.		前項に定める承認の決議は、議決権を行使することができる育成者

の過半数が出席し、出席した育成者の 3分の 2以上に当たる多数を
もって行います。

附則 1.	本規約は、◯年◯月◯日より施行します。
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広報・出版 一覧
●ガイドブック「スポーツ少年団とは」

スポーツ少年団の組織や活動のあり方、地域スポ
ーツクラブへの発展など、スポーツ少年団に関す
る情報を幅広く掲載しています（本誌）。

● PRリーフレット「スポーツは一生のトモダチ」

スポーツ少年団活動を広く一般社会に紹介し、未
加入青少年ならびにその保護者を対象にスポーツ
少年団の普及を図り、スポーツ少年団への加入を
促進するためのリーフレット。

●スポーツ少年団育成報告書

日本スポーツ少年団が実施した各種活動をまとめ
た年鑑。

●「スポーツ少年団改革プラン 2022」パンフレット

スポーツ少年団が「日本のジュニア・ユース世代
のスポーツを担う組織」として進むべき方向性を
まとめた「スポーツ少年団改革プラン 2022」の
概要版パンフレット。

●広報活動ガイド

「自分たちのスポーツ少年団を知ってもらい、ど
んどん参加してもらうためには何を、どのように
したらいいのか」など、活動状況の発信や団員募集
など、スポーツ少年団の広報活動について解説。

検 索日本スポーツ少年団　広報資料・報告書

上記5種の資料については、下記ホームページよりご覧いただけます。
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本書で紹介されている日本スポーツ少年団活動の詳細や、指導者・リー
ダー規程などスポーツ少年団に関する情報がご覧いただけます。

日本スポーツ少年団ホームページアドレス https://www.japan-sports.or.jp/club/tabid66.html

検 索日本スポーツ少年団

●ジュニア・リーダーのためのテキストブック
　単位団において団員の模範となって活動
する団員（リーダー）の養成を目的とした
教材。

●日本スポーツ協会情報誌「Sport Japan」
　本誌は年間 6 回発行し、スポーツ指導
者、スポーツ少年団、総合型クラブなどの
スポーツ関係者の皆様に有益で身近でタイ
ムリーな情報を掲載。
※単位団事務担当者宛に各号 2 部ずつ送

付しています。
※定期購読等のお申込みについては、QR

コードからご確認ください。 ※2022年11月10日発行号

●リーダー育成マニュアル

市区町村、都道府県それぞれの段階での活
動の場を確保し、「どのようにリーダーを
育てていくか」をテーマにした関係指導者
のためのリーダー養成の手引書。

スポーツ少年団スポーツ少年団

18030180 リータ ー育成-H1-4.indd   1 18.3.8   11:42:14 AM
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２. さやかさやかな青空に
 平和の鳩が舞っている
 われらはスポーツ少年団
 水に大地に意気はつらつと
 若い力をさあそだてよう
 若い心をさあそだてよう

３. 元気元気な歌声で
 世界の友が呼んでいる
 われらはスポーツ少年団
 燃えるファイトに花咲く技に
 若い力をさあきたえよう
 若い心をさあきたえよう

２. 山の青さがぼくにある
　それはファイトのシンボルだ
　茂るいばらをふみこえて
　駈けるぼくらは日本の子
　そうだそうだそうだ
　そうだスポーツ少年団

３. 海の青さがぼくにある
 それは力のシンボルだ
 寄せる波濤をのりこえて
 進むぼくらは日本の子
 そうだそうだそうだ
　 そうだスポーツ少年団

1. 空の青さがぼくにある
　それは若さのシンボルだ
　希望を胸にすいこんで
　伸びるぼくらは日本の子
　そうだそうだそうだ
　そうだスポーツ少年団

1. みどりみどりの朝風に
　希望の団旗がなっている
　われらはスポーツ少年団
　におう健康あこがれ高く
　若い力をさあたたえよう
　若い心をさあたたえよう

スポーツ少年団の歌

は　とう

はと

※音源はホームページにあります（「みどりの朝風」2 番まで）
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スポーツにおける暴力行為等相談窓口

　日本スポーツ協会（JSPO）では、スポーツ現場
における暴力行為等に関する相談に対応するため

「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」を設置して
います。
　当窓口で取扱える内容は、日本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指
導者やスポーツ少年団登録者による JSPO倫理規程違反事案等に限られ
ます。当窓口において取扱える範囲外の相談内容の場合は別の窓口を紹
介させていただくこともございますので、予めご了承ください。
　窓口の概要（取扱範囲や利用方法等）は、JSPOホームページにてご確
認ください。
https://www.japan-sports.or.jp/cleansport/tabid1349.html

利用方法

①WEB	 相談フォーム	 24 時間随時受付

	

② FAX	 03-6910-5820	 24 時間随時受付

③電話	 03-6910-5827	 毎週火・木曜日 13：00～ 17：00
	 	 （年末年始・祝日を除く）
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スポーツ界における暴力行為根絶宣言
　「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」は、平成 25 年 4 月 25 日に、
日本スポーツ協会（当時、日本体育協会）、日本オリンピック委員会、
日本パラスポーツ協会（当時、日本障害者スポーツ協会）、全国高等学
校体育連盟および日本中学校体育連盟の 5団体が開催した「スポーツ界
における暴力行為根絶に向けた集い」において採択した「暴力行為根絶
宣言」になります。全文は下記ホームページよりご覧いただけます。
　私たちの愛するスポーツを守り、これからのスポーツのあるべき姿を
構築していくためには、スポーツ界における暴力行為を根絶しなければ
なりません。「指導者」、「スポーツを行う者」、「スポーツ団体及び組織」
は、スポーツの価値を守り、21�世紀のスポーツの使命を果たすために、
暴力行為根絶に対する大きな責務を負っていることを自覚しなければな
りません。ここでは、「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」から一部
を抜粋し、「指導者」、「スポーツを行う者」、「スポーツ団体及び組織」が
守るべきことを記載します。

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/boryoku/bouryokukonzetsusengen(yoko).pdf

〔スポーツ界における暴力行為根絶宣言（一部抜粋）〕

一 . 指導者

●指導者は、スポーツが人間にとって貴重な文化であることを認識する
とともに、暴力行為がスポーツの価値と相反し、人権の侵害であり、全
ての人々の基本的権利であるスポーツを行う機会自体を奪うことを自覚
する。
●指導者は、暴力行為による強制と服従では、優れた競技者や強いチー
ムの育成が図れないことを認識し、暴力行為が指導における必要悪とい
う誤った考えを捨て去る。
●指導者は、スポーツを行う者のニーズや資質を考慮し、スポーツを行
う者自らが考え、判断することのできる能力の育成に努力し、信頼関係
の下、常にスポーツを行う者とのコミュニケーションを図ることに努め
る。
●指導者は、スポーツを行う者の競技力向上のみならず、全人的な発
育・発達を支え、21 世紀におけるスポーツの使命を担う、フェアプレ
ーの精神を備えたスポーツパーソンの育成に努める。
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二 . スポーツを行う者

●スポーツを行う者、とりわけアスリートは、スポーツの価値を自覚
し、それを尊重し、表現することによって、人々に喜びや夢、感動を届
ける自立的な存在であり、自らがスポーツという世界共通の人類の文化
を体現する者であることを自覚する。
●スポーツを行う者は、いかなる暴力行為も行わず、また黙認せず、自
己の尊厳を相手の尊重に委ねるフェアプレーの精神でスポーツ活動の場
から暴力行為の根絶に努める。

三 . スポーツ団体及び組織

●スポーツ団体及び組織は、スポーツの文化的価値や使命を認識し、ス
ポーツを行う者の権利・利益の保護、さらには、心身の健全育成及び安
全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組む責務があ
る。そのため、スポーツにおける暴力行為が、スポーツを行う者の権
利・利益の侵害であることを自覚する。
●スポーツ団体及び組織は、運営の透明性を確保し、ガバナンス強化に
取り組むことによって暴力行為の根絶に努める。そのため、スポーツ団
体や組織における暴力行為の実態把握や原因分析を行い、組織運営の在
り方や暴力行為を根絶するためのガイドライン及び教育プログラム等の
策定、相談窓口の設置などの体制を整備する。
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■都道府県スポーツ少年団一覧
� （R5.�04 現在）
都道府県名 〒 住　　　　　所 TEL
北 海 道 062-8572 札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1　北海道立総合体育センター内 011-820-1706
青 森 県 039-3505 青森市大字宮田字高瀬22-2　新青森県総合運動公園内 017-764-6675
岩 手 県 020-0133 盛岡市青山4丁目13番30号　岩手県体育協会会館 019-648-0400
宮 城 県 981-0122 宮城郡利府町菅谷字舘40-1　宮城県総合運動公園内 022-349-9655
秋 田 県 010-0974 秋田市八橋運動公園1-5　秋田県スポーツ科学センター内 018-866-3916
山 形 県 990-2412 山形市松山2-11-30　公益財団法人山形県スポーツ協会内 023-625-5750
福 島 県 960-8043 福島市中町8番2号　福島県自治会館6階 024-524-3833
茨 城 県 310-0911 水戸市見和1丁目356番地の2　茨城県水戸生涯学習センター分館 029-303-7222
栃 木 県 321-0152 宇都宮市西川田4-1-1　栃木県総合運動公園�第2陸上競技場内 028-680-7771
群 馬 県 371-0047 前橋市関根町800　ALSOKぐんま総合スポーツセンター内 027-234-5555
埼 玉 県 362-0031 上尾市東町3丁目1679番地　スポーツ総合センター内 048-779-5895
千 葉 県 263-0011 千葉市稲毛区天台町323　千葉県総合スポーツセンター内 043-254-0023
東 京 都 160-0013 新宿区霞ヶ丘町4-2　JAPAN�SPORT�OLYMPIC�SQUARE�10階 03-6804-8121
神奈川県 221-0855 横浜市神奈川区三ッ沢西町3-1　県立スポーツ会館内 045-311-0653
山 梨 県 400-0836 甲府市小瀬町840　小瀬スポーツ公園管理事務所内 055-243-8588
長 野 県 380-0872 長野市南長野聖徳545-1　長野県スポーツ会館 026-235-3483
新 潟 県 950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内 025-287-8600
富 山 県 939-8252 富山市秋ケ島183番地　富山県総合体育センター内 076-461-7138
石 川 県 920-0355 金沢市稚日野町北222番地　いしかわ総合スポーツセンター 076-268-3100
福 井 県 918-8027 福井市福町3-20　福井県営体育館内 0776-34-2719
静 岡 県 422-8004 静岡市駿河区国吉田5-1-1　静岡県スポーツ協会会館 054-265-6464
愛 知 県 460-0007 名古屋市中区新栄1-49-10　愛知県教育会館内 052-264-1010
三 重 県 510-0261 鈴鹿市御薗町1669番地��三重交通Ｇ�スポーツの杜�鈴鹿 059-372-3880
岐 阜 県 502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28　岐阜メモリアルセンター内 058-297-2567
滋 賀 県 520-0807 大津市松本1丁目2-20　滋賀県農業教育情報センター 4階 077-526-5522
京 都 府 601-8047 京都市南区東九条下殿田町70　京都府スポーツセンター内 075-692-3455
大 阪 府 556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36　エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）内 06-6643-5234
兵 庫 県 650-0011 神戸市中央区下山手4-16-3　兵庫県民会館6F 078-332-2344
奈 良 県 630-8501 奈良市登大路町30番地　 0742-22-5791
和歌山県 640-8262 和歌山市湊通丁北一丁目2番地の1　 073-431-1080
鳥 取 県 680-8570 鳥取市東町一丁目220番地　鳥取県議会棟別館内 0857-26-8724
島 根 県 690-0873 松江市内中原町20-1　城南ビル3階 0852-60-5053
岡 山 県 700-0012 岡山市北区いずみ町2-1-3　ジップアリーナ岡山　岡山県広域スポーツセンター内 086-256-7101
広 島 県 730-0011 広島市中区基町4番1号　広島県立総合体育館内 082-221-4600
山 口 県 753-8501 山口市滝町1-1　県政資料館 083-933-4697
香 川 県 760-0004 高松市西宝町2丁目6-40　香川県教育会館4階 087-833-1580
徳 島 県 772-0017 鳴門市撫養町立岩字四枚61番地　鳴門・大塚スポーツパーク内 088-684-3660
愛 媛 県 790-0843 松山市道後町2丁目9番14号　愛媛県県民文化会館別館内 089-911-1199
高 知 県 780-0850 高知市丸ﾉ内1丁目7番52号　県庁西庁舎1階 088-873-6263
福 岡 県 812-0852 福岡市博多区東平尾公園2-1-4　福岡県立スポーツ科学情報センター内 092-629-3535
佐 賀 県 849-0923 佐賀市日の出二丁目1-11　佐賀県スポーツ会館 0952-30-7716
長 崎 県 852-8118 長崎市松山町2-5　長崎県営野球場内 095-845-2083
熊 本 県 861-8012 熊本市東区平山町2776　熊本県民総合運動公園陸上競技場　熊本県スポーツ協会 096-388-1581
大 分 県 870-0908 大分市青葉町1番地　大洲総合運動公園　スポ－ツ交流館内 097-504-0888
宮 崎 県 889-2151 宮崎市大字熊野字島山1443-12　宮崎県総合運動公園内 0985-58-5633
鹿児島県 890-0062 鹿児島市与次郎一丁目4番20号　鹿児島県体協会館 099-255-0146
沖 縄 県 901-0026 那覇市奥武山町51-2　沖縄県体協スポーツ会館 098-857-0017
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ガイドブック「スポーツ少年団とは」
令和 5（2023）年 1 月 26 日発行

発行／公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団
TEL：03-6910-5814

スポーツ少年団組織外の方が、本誌内容を転載される場合は、あらかじめ連絡のうえ了解を得てください。
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日本スポーツ協会（JSPO）公式SNSを通じて最新情報をご案内しています。
スポーツ少年団に関する情報発信もしていますので、ぜひご覧ください。

●一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
●スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
●スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する　

スポーツ少年団の理念

日本スポーツ少年団団員綱領

日本スポーツ少年団指導者綱領

1. わたくしたちは、スポーツをとおして健康なからだと心を養います。

1. わたくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑をかけない、りっぱな人間になります。

1. わたくしたちは、スポーツによって、自分の力を伸ばす努力をします。

1. わたくしたちは、スポーツのよろこびを学び、友情と協力を大切にします。

1. わたくしたちは、スポーツをとおして世界中の友だちと力をあわせ、平和な世界をつくります。

1. わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの健全育成のために努力します。

1. わたくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を果たすために努力します。

1. わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能性を開発するために努力します。

1. わたくしたちは、つねに愛情と英知をもって子どもたちと行動するよう努力します。

1. わたくしたちは、スポーツを愛する仲間とともに世界の平和を築くために努力します。

A4ad_4c

スポーツ安全保険Ⓡ

文化活動やボランティア活動等もご加入できます

小さな掛金、大きな補償

［引受幹事保険会社］ 
東京海上日動火災保険株式会社

［共同引受保険会社（2023年4月予定）］ 
あいおいニッセイ同和／共栄火災／損保ジャパン／大同火災／
東京海上日動／日新火災／三井住友海上／AIG損保

保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。 
https://www.sportsanzen.org

インターネットで
簡単お手続き!

公式 SNSアカウント

スポーツ安全保険 検 索
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スポーツ安全保険 検 索
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A 案 _03_b

スポーツ少年団組織と活動のあり方の解説書

公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団

ガイドブック

スポーツ
少年団とは
スポーツ
少年団とは
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